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５．自動文字起こし結果 

  別紙のとおり 

  ※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

   発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料： 

・資料－１ 放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計に関する実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則への適合性について 

・資料－２ 放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計について 

・資料－３ 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器等に係るコメン

ト回答について 

・資料－４ 大飯発電所３，４号機 火災感知器増設に係る設計及び工事計画認

可申請 補足説明資料（抜粋） 

・資料－５ 大飯発電所３，４号機 火災感知器増設に係る設計及び工事計画認

可申請の審査スケジュール（案） 

 

以上 

 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:05 規制庁のイワノです。それでは今から関西電力大飯発電所 34号機、火災感

知器増設に係る設計及び工事計画認可申請に係るヒアリングを始めたいと思

います。それではまず、当関西電力の方から、 

0:00:23 前回ヒアリングで確認した事項についての回答をお願いします。スケジュール

については別途後で確認するので、スケジュール以外のところについて説明

をお願いします。 

0:00:36 はい。 

0:00:38 はい、関西電力原子力事業本部ウシジマでございます。本日はよろしくお願い

いたします。ただいましゃた通りですね、スケジュールは後程ということで承知

をいたしました。それと本日の資料でございますけれども、事前に御提出して

おります資料が、 

0:00:57 資料ナンバーをとってございますけれども、資料 1から 4までございます。こち

らがですね、いずれも 8月 26日の審査会合でちょうだいしましたコメントの趣

旨を踏まえまして、1から 4にそれぞれにですね。 

0:01:14 変更を加えておりますので、本日まずこの 1から 4について準じ変更点につ

いて御説明差し上げたいと思っております。それではですね、早速になります

が、資料 1から淳二説明させていただきます。資料 1につきまして、お手元を

御確認くださいませ。 

0:01:34 弊社クマクラのほうから説明させていただきます。 

0:01:38 反対電力クマクラです。よろしくお願いします。また元に資料 1について説明さ

せていただきます。 

0:01:46 資料につきましては、先日 8月 26日に実施していただきました審査会合にて

いただいたコメントというものを踏まえた記載を適正化して今回赤字にしてお

示ししております。 

0:02:00 まず初めに 1ページ目、1ページ目から御説明させていただきます。こちらに

ついては、これまでの経緯を破損した 1ポツのところで、技術基準規則の柱書

を適用するといった規模を設定し、 

0:02:14 そしてそれを踏まえた十分な保安水準の定義といったことを記載してございま

す。これらの記載につきましては、前回まで御説明させていただいた内容と変

更はございません。 

0:02:27 火災感知器の設計において確保すべき十分な保安水準については赤い方法

等重要な機器等に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を

行えることというふうに定義してございます。 

0:02:42 名下のページ 3ページ目をお願いします。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:46 （3）火災感知器の設計目標ですが、記載の趣旨について、こちらについても変

更ございませんが、より具体化した記載記載として、修正してございます。 

0:03:00 火災防護上重要な機器等に対する火災の影響を限定するためには、火災防

護上重要な機器等が設置されている火災区域または火災区画で発生した浅

いを早期感知することによって速やかな火災の状況確認や初期 

0:03:15 初期消火活動につなげていく必要があるというふうに考えてございます。 

0:03:20 本申請においては火災区域区画をさらに物のエリアに細分化してそのエリア

エリアごとに、消防法施行規則に基づいたマルチ機器の配置設計を実施して

ございます。 

0:03:34 ここで、原子炉の 

0:03:37 安全停止機能を有する機器等を放射性物質の貯蔵または落ち込み機能を有

する機器とあわせて、火災防護上重要な機器等としてございますが、それぞ

れにおける火災て競合する観点を次ページ 4ページですね、その上段、 

0:03:54 ／Ｂに示してございますが、こちらについても前回お示しした考え方に変更は

ございません。 

0:04:01 Ａとしましては、原子炉の安全停止機能を有する機器等の設置しているエリア

でございますが、エリア内における火災の影響範囲を局所化するために、エリ

ア内の火災の発生を基礎期間する必要があると考えてございます。 

0:04:15 範囲につきましては、先ほど申しました以外のエリアとしてございますが、これ

には放射性物質の貯蔵または閉じ込め機能を有する機器等の設置エリアも

踏まえております。 

0:04:27 こちらについては、管理区域から放射性物質の聾予防するため、エリア内から

エリア外への火災影響の拡大兆候を 

0:04:37 火災の影響を与えそう帰還する必要があるというふうに考えております。 

0:04:43 今回、 

0:04:45 設計目標設定する。⑤⑥⑨⑩浮いたエリアにつきましては、日に分類するエリ

アとなったエリアのみとなっていますので、該当するこの四つのエリアについて

エリア内の火災を早期感知しエリア外への火災の悪影響を防止する。 

0:05:02 こういったことを設計目標として設定してございます。 

0:05:06 これまでの各エリアに対する火災の影響を限定することについては、その観点

をこの中ほどになります。国でまとめしております。 

0:05:16 次の内については、この赤の破線で囲っているところで、エリア内にＡエリア内

からエリア外へ火災の影響をすると、そういったことを積極的に設計目標とし

て設定してございます。 

0:05:35 次のページ 5ページ目を含めがあるからします。 
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発言者による確認はしていません。 
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0:05:38 こちら、こちらの前半部分では、これまでに進出審査いただいている事項 2か

ら申請を受けて設計が変更になる場所について記載してございます。 

0:05:49 大飯 34号機の再稼働時の申請からの変更点の有無といったものを下の第 1

－2表にお示ししてございます。 

0:05:59 火災の発生防止、感知消火、影響軽減の項目においての設計対応事項につ

いては、この中ほどの記載の通りですが、この地域、今回の本申請において

変更かありまして、審査いただきたいと考えてございますのは、 

0:06:16 このうちの監事の部分で、 

0:06:20 その他の発生日がやはり消火であったり、提供軽減といった部分は起振です

ね、既工認から。 

0:06:29 設計に変更はないものとしてございます。 

0:06:33 なお、こちらの記載については、本申請における当社のスタンスがこれまでと

変わったというものではなくて、当初考えから変更はないのですが、改めてこ

ちらに記載して整理しているものでございます。 

0:06:48 中ほどのなお書き以降になりますが、 

0:06:51 こちらについては、毎日当該エリア内で火災が発生した場合、エリア内の放射

性物質の貯蔵閉じ込め機能を有するでき等に悪影響を及ぼした場合について

説明を記載してございます。 

0:07:05 先日ご指摘いただきました部分ですが、換気空調設備についての記載につい

て、今回見直しまして、排気については、モニタリングを実施していまして、大

気中の放射性物質が設定値にポーターすることで、排気を提出する。そのよう

な流れになっていますことをこちらに記載してございます。 

0:07:27 1点です。次のページのセキでも設計目標達成しているかどうかの確認をお

付けの観点 1 と 2を記載してございますが、こちらについても前回の御説明か

ら変更するところはございません。 

0:07:44 7ページ以降の各エリアについての記載です。そういったところですが、それぞ

れの観点における確認内容及び結果について大きな変更はございませんが、 

0:07:55 炉内計装用シンブル配管室の評価に関する記載について、今回、適正化して

ございます。 

0:08:01 16ページの 16ページをお願いいたします。 

0:08:07 16ページの赤字部分が今回適正化させていただいた部分です。 

0:08:13 バイリニアにつきましては、シンブルファイバー室内にアナログ式でない熱感

知器 

0:08:18 出入口付近から大分式の煙感知器とアナログ式の熱感知器をあえてこのシン

プル配管室に隣接する抗力少ないアナログ式 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:08:29 アナログ式の煙感知器、こちらを設置して、これによってについて火災を早期

感知する、そのような設計としてございますが、 

0:08:39 新ぐらいパン少ないの火災が発生した場合にはアナログ式でないと熱感知器

によってエリア内の雰囲気温度の上昇を感知することで、エリアエリア外への

火災の悪影響をすることが可能であると考えてございます。 

0:08:54 またさ、煙についても、ループ室から流れるかての流れというものを考慮した

上で、ループして感知できること。 

0:09:04 また、流れ込んできた煙によって煙のみによってループ室内にある火災防護

上重要な機器等に悪影響を与えることはなく、シンプル配管室からエリア外へ

の火災の悪影響を防止できるといった考えについて今回記載してございます。 

0:09:21 以上が前回ちょうだいしましたコメントを踏まえた資料 1の修正についてでご

ざいます。 

0:09:26 いっぱい、関西電力原子力事業本部ウシジマでございます。ただいまの資料

の 1につきましてはですね、今回十分な／水準を適用するようなエリアに包括

してですね、テーマ規則への適用性ということをまとめた資料でございますが、 

0:09:46 いただいたコメントとしましてですね、過怠に影響を限定するということとか整

備悪影響を防止するということ。またその機能への影響ですね、その辺りの表

現がいろいろと入り乱れているといったご指摘を開く前ましてですね。 

0:10:04 表現について整えて当月を図ったものでございます。加えて、先ほどクマクラ

から説明いたしましたように、シンブル配管室につきましてもですね、そのあた

りの記載を補足させていただきました。 

0:10:20 続きまして、すいません資料続けて説明をさせていただきます。資料 2をご覧

くださいませ。 

0:10:29 お手元の資料には少し厚みがございますが、先ほどの資料 1はですね、四つ

のエリアについて保安水準の設定を説明した資料でございましたが、こちらの

資料 2のほうはですね、もともと放射線量が高い場所を含むエリア、 

0:10:47 なるところがですね、この大飯の 34号でいきますと 11のエリアがあって、ある

わけなんですが、それそこについて全体をまとめた資料でございますので、ち

ょっとこのエンターテーマですねおっしゃ交差点の高いところで感知器が使え

ない説明でありますとか、 

0:11:06 過去から御説明してきたそこで、まず、記載してございます。今回のコメントだ

け踏まえまして見直した箇所なんですけれども、四つのエリアに議論が包括し

ているので、11名エリア全体を見たときに、これまでの議論が 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:11:24 セキんと入っているかといった御指摘がございましたので、その辺りを少し見

直しを加えてございます。具体的には 28ページをご覧ください。28ページ以

降がですねえと放射線量が高い場所を含む 11売り上げの 

0:11:42 感知器の設計の詳細についてということで、ここからですね。それで 6月止ま

ってますが、（1）から（11）まででＸＩエリアについての説明が十分値で説明し、 

0:11:57 いるというところでございますのでここでですね、ちょっと赤字で足して記載して

おりますのは、項目としてみかん環境条件というところは、その部屋の情報で

すね、がってここには変更はございませんが、 

0:12:13 同額等の部分、そのエリアに設置する感知器の選定の考え方と、その理由で

すね、ロータ間に変えておりますが、平たく申しますと、このエリアに設置する

感知器は消防法施行規則通りなのかどうなのか。 

0:12:31 いう結論をですね、わかりやすく。まず入れましょうというふうに私ども考えまし

たので、それとこのループ室であるとか、そういった消防法施行規則通りのと

ころはそこを明確にさしていただきました。何故かといいますと、例えば 28ペ

ージの 

0:12:49 選定理由のところなどを見ていただくとループ数の場合ですね、設置する場所

として、3行目とか 4行目のところで、エリア内の入口の補機の線量が低いと

ころに設置するというのは黒字で書いてあるんですが、 

0:13:05 結論消防法施行規則通りかどうかといったところがちょっとわかりにくいかなと

感じましたので、その結論としてそういったところ反映させていただいて、 

0:13:19 すみません。一方ですね、それと過去 2からもですね、その消防法施行規則

通りに設置する場所につきましては、同様の記載をクエンチ適用してございま

すので、36ページ以降はですね、（5）とか（6）まで、 

0:13:39 先ほど御説明した十分な保安水準を適用するところでございますが、しかしな

がらここの中でもですね、バルブ室とか、そのエリアの中の一部の箇所は消防

法施行規則通りに設置できるところがございますのでそこはかけ掛けとしてバ

ルブ室については消防法施行規則通りであるとか、 

0:13:59 そういったことが活況としようと加えてございます。 

0:14:04 で、以降同じＡと記載の手紙をした上でですね、先日の指摘で 55ページをご

覧くださいませ。 

0:14:15 ちょっと個別各論のところになりますが、54ページのところからですね整備廃

棄物の一部のドラム缶貯蔵エリアというところがございまして、こちらにつきま

しても結論はあろうとかはですね、消防法施行規則に定められた方向で設置

するということなんですが、 
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0:14:35 55ページのところにはですね、当初設計といいますか、再稼働申請の際にで

すね、設定しておりました。感知器の考え方に加えて、今回議論させていただ

いた結果ですね。 

0:14:51 アナログ式の煙感知器もですね、ドラム缶のちょうどここのエリアにおいてもド

ラム缶を移設するとか、区分することによって設置が可能であるということで、

私ども考えましたので、工学科あたりでですね、都市としてそこの辺り設計を

改めたと。 

0:15:11 いったところですね、議論の結果ということで、55ページには入れさせていた

だいております。 

0:15:18 続きまして、この 96ページ以降のところですね、被ばく線量と集団線量の時間

についてというところの機械の次ぎの 57ページになるのですが、こちらの下に

もですね、赤字がございますけれども、 

0:15:36 以前にその集団線量の観点で、個人線量とか線量の低減の空気といったとこ

ろについてですね、遮へいについて言及されたコメントがあったかと思います

ので、検討においてですね、遮へいの考慮はどうであったかと。 

0:15:55 いったところ、こちら、／一つパラグラフとして追記させていただいております。 

0:16:00 資料 2につきましては以上でございます。 

0:16:04 続きまして、すみません、資料 3をお願いいたします。 

0:16:11 資料 3でございますが、資料 3は、こちらはですね、救命の形式でのご回答と

させていただいております。こちら 9 という形で起こしておりますけれども、脱

塩塔丸椅子で重要な機器がないんだけれどもだ点等というところを、 

0:16:31 契約に出して、貯蔵というところで考えるべきじゃないのかというか問題提起を

いただきましたので、それに対する回答をまとめたものでございます。 

0:16:43 のところも下にですね、安全協の機能別の重要度分類、こちらを記載してござ

います。すいませんちょっと私のミスですね、ここにちょっと脱字がございまし

て、口頭で訂正させていただきますが、 

0:17:00 左側の定義の片括弧 1のところですね。そう損傷以降で始まる文章なんです

けれども、燃料の大量の破損を引き起こすおそれは何かと書いてあるところな

んですが、燃料の大量の破損を直ちに引き起こす 

0:17:15 起こす恐れはないが、直ちにが入りますので、この点すみません。抜け落ちで

ございますので、追記が必要ということで、すいません、訂正をいたします。 

0:17:28 こちらで書いております。趣旨はですね、この定義を受けて機能の片括弧 1 と

2 と 3がございますが、ご指摘の点は片括弧 1の冷却材内内臓機能というと

ころを御指摘いただいたんですけれども、 
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0:17:44 私どもとしてはですね。マイカーに示した考え方に基づきまして、片括弧 2の

ですね、放射性物質貯蔵する機能といったところで気体廃棄物処理系である

とか、使用済み燃料ピットといったところ選定するということと、 

0:18:00 あと下のアスタリスクで協会につけて記載してございますけれども、これよりも

インベントリの小さいＰＳ3に該当するものとして液体固体の廃棄物処理系と

いうことで、主要済み樹脂貯蔵タンク廃棄物確認されるといったことを記載して

ございます。 

0:18:19 あと文書読み上げはいたしませんけれども、それ以降下にはですね、再稼働

審査のときに、我々が選定した考え方ということで、これがですね、まとめ資料

とか、今の再稼働時の説明書の中では考え方が読み取れないと。 

0:18:37 いう御指摘でございましたので、今回取りまとめさせていただいております。こ

の件説明が 2ページ目も継ぐ格好になっておりまして、2ページ目もですね、Ｐ

Ｓ－1の機能とＰＳ－2 という機能。 

0:18:54 この辺りも関連づけた格好とで記載をしてございますけれども、すみません、

ちょっとこの記載の中でもですね、ちょっと若干誤字、誤記がございますので、

冷却材中の内蔵というところですね、そこについてちょっと誤記がございます。

この点お詫びいたします。また修正をさせていただければと思います。 

0:19:15 趣旨としましては、原子炉のそうですね、冷却材の破断事象とか、そういった

事象に繋がるようなことをこのＰＳ1の中のこの書き方（1）とか、ＰＳ－2のです

ね、片括弧 1ではそういったところを 

0:19:34 機能要求として定義しているものというふうに理解してるものでございますの

で、一方というところと従いましてというところではですね、それらに対する安全

停止の機能というところがですね、確保されてることでしょ火災防護審査基準

では安定化運転停止機能についてもですね。 

0:19:53 基準と防護対象として、確認することとなっているといったところで、そこはきち

んとＡＯ災害されてると、そのように考えてございます。 

0:20:03 アポはご指摘の脱塩塔頑丈か系はというところにちょっと書いてありますが、

この出せと浄化系をですね、安全停止の際には必要な系統ではございません

けれども、上記Ⅱされていて、中には水が込まれた状態で維持されていると。 

0:20:19 いったことも勘案いたしますと、内の雰囲気の機能ではあるんだけれども、貯

蔵するという機能はですね、これらのシステムとは別に、我々としてはですね、

査定をちょっと別途調達機能ベットで抽出して、その防護対象として選定したと

いう考え方でございます。 
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0:20:40 時農産につきましては以上でございます。また後程ご質問あればお受けいた

します。続きまして、資料 4でございます。ほとんど説明資料ということで、別

途感知器の感知性能に関する説明を充実させていただきました。 

0:20:58 弊社のタケダのほうから説明させていただきます。 

0:21:03 ＩＡＥＡ関西電力原子力事業本部のタケダでした。 

0:21:07 8月 26日の審査会合にていただきましたコメントのうち、エリア内と排気ダクト

内が同じ踏み切っになる点がわかるように記載すること。 

0:21:20 あとそれとダクト内の風速が感知器のメーカー試験結果より早いが問題なく管

理できることの記載を充実することといったコメントちょうだいいたしました。そ

のコメントに対しまして、資料 4のほうをご覧ください。 

0:21:39 資料 4の 2ページのここに赤字で記載のほうを充実しております。 

0:21:50 まず煙感知器、 

0:21:52 ですけれども、当該エリアでの火災を想定した場合ということで、これまで御説

明てきた内容をここで記載。 

0:22:05 ええわせていただくとともに、文献論文等で調査した内容のところをここで整理

してございます。 

0:22:16 まず最初のところですけれども、軽量な火災を想定し、開口部等ＩＰだけ換気ダ

クト、 

0:22:26 以外はコンクリート壁で仕切られているだってあるというところで、特にねばな

らない。また開口部から換気ダクトが空気の流れ、そういったものを考慮する

と、エリア内に蓄積した煙はダクト内部流れ込む。 

0:22:44 あと、エリア外エリアとダクト内部ほぼ同じ雰囲気となると。 

0:22:48 いうふうに考えています。あとここでは感知器内部の煙の流入、 

0:22:56 における換気の動作原理、 

0:22:59 のところを記載しており、これからも換地か十分に可能であるということを書い

ています。 

0:23:06 この評価結果について詳細を示すということで、この方の流れがある条件がで

の煙感知器の感知性能についての防災メーカーのほうでは、煙感知器につき

ましては、20から 40ｃｍ。 

0:23:23 という作動試験を行っておりますが、その現地の風速を超える環境が出ます

試験は実施しておりません。 

0:23:32 しかし持ち込み可燃物による一般的な火災を想定しますとしますと、あとコンク

リート壁で仕切られたというエリア内の煙濃度ファーマ最大で 90％程度まで達

すると。 

0:23:48 いった危険もありまして、家庭が一定方向に速度に流れるダクト内 
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0:23:55 県民などはほぼ一定の県民の後で流れるだろうということが容易に想定でき

るということから、煙濃度。 

0:24:06 煙感知器の動作地域でパーセントを超えるものというふうに考えてございま

す。 

0:24:14 次に火災発生時における場合エリアとダクト内環境の同等性の評価としまして

は、原子力発電所の内部火災影響評価ガイドのほうに盛況範囲計算ツール、 

0:24:30 で記載してありますＦＤＴＳ火災理学ツール、そういったものによって、ここでの

火災影響の順番を評価しました。その結果、自然環境の状態であっても、エリ

ア内のモデルで加力の可燃物 

0:24:49 の燃焼をした場合は想定して計算結果エリア上部に蓄積される。 

0:24:56 煙の量というのは、69万立方メートルであって、エリア内のダクトの不良に対

して十分な量であるといったことが考察できます。 

0:25:08 で、その結果、エリア内と受託隣は同等の雰囲気となると。 

0:25:15 いうことを確認してございます。 

0:25:19 また文献の論文のほうの増査結果ですけれども、消防技術安全処方といった

設計の結果、 

0:25:32 ここを参考しまして、向こうだといたしましたのでここでは最適な肺炎手法の検

証といったの実験が行われておりまして、当エリア内部で傾き 

0:25:44 会議の各エリアの一つのエリアに対して上部、下部からのことも聞いて内向き

への廃棄。 

0:25:55 の手段を各パターン化して、その中で、エリアの中の煙が大気される公立とい

ったところを立件せているものでしたので、この結果からも前実験結果から 1

分を 

0:26:13 において、そのエリア内の上部に煙が急速に低下するといったことが確認され

ており、エリア内に蓄積した煙が当たった外部へ流入しないエリアとダクト内ば

まあほぼ同じ雰囲気になるという、この結果からも、 

0:26:31 それが十分に見えるというふうに考えてございます。あと、次に、またのところ

の青字でその見え消しで捕獲しておりますけれども、風速条件か。 

0:26:42 これを流れのある中でのＳＥＭのサンプル制度に関わる論文等いろいろと調

べておりましたが、やはり現地相当の過料流れの速い環境下での管理性能と

いうのは、 

0:27:00 十分な技術的根拠がないというところで決済に 

0:27:08 また起きるエリアとダクトといったのモデルを再に作成しまして、実証試験を実

施するということで今計画中でございます。 
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0:27:23 で、これらの一層試験の結果を踏まえまして、最終的な結論としてまた最終的

にはご説明させていただきたいというふうに考えてございます。 

0:27:37 続きまして、4ページをご覧ください。 

0:27:42 バブラー熱感知器のほうの説明になります。 

0:27:47 3ページの下から来るんですけれども、その同じように、エリアの開口部のコン

クリート壁で仕切られたエリアといったところ、 

0:27:57 同様の説明となってございます。 

0:28:03 4ページ目の 

0:28:08 上記の評価。 

0:28:10 本件については詳細を示すというところからですね、説明します。 

0:28:15 で、各流れがある条件下でというところで、ここも同じように、まず一般的に公

表されている情報から持ち込みかなり無理一般的な火砕からエリア内の最大

温度は、 

0:28:32 600℃以上になるであろうと。 

0:28:35 いうところは、容易に予測できます。 

0:28:39 そういった環境の中で、 

0:28:42 課税が一定方向に流れるダクト内ではガスの流れとして継続してやってない

場合は、熱感知器の動作組織 165℃を超えるものというふうに考えてございま

す。 

0:28:57 で、火災発生時におけるエリアとダクト内環境の同等性評価としまして、先ほ

ど同様にＰＰＳ 

0:29:06 によりまして、火災の影響伝播評価を実施しました。 

0:29:10 その結果矯正換気の状態で同じように、エリア内に仮置可燃物 1個の燃焼を

想定した場合ね場合の発生される地下階蓄積される熱、 

0:29:26 そういったものを確認しています。 

0:29:30 エリア上部に蓄積されるやつとしましては、1分後で 146度、5分までは 179°

であり、ダクト内に流入する十分な発想が形成されるということを、このツール

の計算からも確認できています。 

0:29:48 また、先ほどと同様に消防技術安全双方のこちらの肺炎手法の検証の実験

結果からも 

0:30:01 東部エリア上部での外向け廃棄の比熱効率がよいといった結果が出ておりま

したので、こちらからの工作考察もあわせまして、エリア内に蓄積した熱が外

部へ流入しエリアと約 700がほぼ 

0:30:18 津波復旧になるというふうに考えております。 
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0:30:21 風速等県下におけるへ熱感知器管理制度につきましても、先ほどの煙感知器

と同様に十分な技術的な根拠がないというふうに判断いたしまして、こちらに

つきましてもモデルによる実証試験。 

0:30:39 のほうを現在計画してございます。その後、同様に、その結果も踏まえまして、

各社の記載のほうは充実したいというふうに考えてございます。 

0:30:50 感知性能に関わる資料 4の中生活につきましては以上となります。 

0:30:58 はい。％ウシジマでございます。ただ今ちょっと続けさせていただきましたが、

資料 1から 4まで一通りの御説明を差し上げました。申し訳ございませんが

気量と、というところは申し上げませんので、 

0:31:14 コメント質問等あればよろしくお願いいたします。 

0:31:23 はい、規制庁のイワノです。説明ありがとうございます。それでは確認事項に

移ってきたかは確認させていただきたいんですけれども、まず資料の 1－4ペ

ージをお願いします。 

0:31:37 資料の 1－4ページのところでですね、 

0:31:42 まず前回審査会合以降ではですね、 

0:31:47 Ｂのエリアについて、エリア内とエリア外にある火災防護上重要な機器それぞ

れについて何かどういう設計目標立ててるのかっていうところを整理してくださ

いっていうふうに言ってまして、今回目標ではなく、観点と書いたので、ちゃん

と目標として、 

0:32:04 ＡとＢのエリアそれぞれＡとＢのエリアについて、エリア内で利害それぞれにつ

いて、目標を設定してください。 

0:32:12 それから 01－1のところで、今観点としてそういうふうにまとめられているんで

すけど、データ等、具体的に何が説明したいのかっていうところがよくわからな

いので、しっかり文字に起こして、目標の中に、ここの図の中に入ってある内

容を 

0:32:29 文字に起こして目標の中に入れ込むようにしてください。 

0:32:33 当関西電力の方、よろしいでしょうか。 

0:32:40 関西電力ウシジマでございます。それと今の御質問の趣旨の確認あるんです

けれども、今回ＡとＢにつきまして、4ページの冒頭にセット剛性御説明を入れ

させていただいておりますのは、 

0:32:56 そもそも火災防護上重要な機器とは何ですかと、紐解いたときに、安全停止

の機器がありますので、それはいいですねとＢは放射性物質の貯蔵または閉

じ込め機能がありますねと、それぞれについて、私どものほうからですね。 
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0:33:12 それぞれの機能というものを考えたときに、提供限定するといったところを考え

るときに、その観点が異なる点がありますということでもって、このＡとＢの違い

というものをここには入れさせていただきました。 

0:33:29 今申し上げるかおっしゃられた設計目標ＡとＢについて立ててくださいというの

は私どもちょっとそこで一段階違うステップがあると思ってまして、ＡとＢ2につ

いての守るべき性ぼなんてすか影響を限定すると。 

0:33:47 いうことの考え方に違いをもって述べましたが、4ページの下に書いておりま

すように、本申請において満足できないという話はＢのエリアについて私ども

設定させていただくというか、 

0:34:04 これについて確認いただくという趣旨だと考えておりますので、フリーについて

の悪影響限定するということについて定義をさせていただいたという記載でご

ざいますのでそこがちょっと私どもの意図とですね、おっしゃっているところに

ちょっと相違があるのかどうかという確認でございます。 

0:34:26 規制庁のイワノです。今資料上ではＡとＢ両方について説明されてるんですよ

ね。 

0:34:41 そうですね。今回はの領域については特に目標を整理しないっていう、そうし

たくないしないっていう 

0:34:51 ことですかね関西電力としては、そこについてはスズキ定義する必要はないと

今考えてるってそういうことですかね。 

0:35:01 はい、関さ人工島でございます。3ページのところでですね、第 1の表の 1－1

－5690 というところが出てきて、そこについて十分な保安水準というものを設

定しないといけないということから、 

0:35:19 この設計目標として、火災の影響を限定するという話に入ったわけでございま

して、そこで一旦ＡとＢというものがあるという私どもから説明は入れさせては

いただいてるんですが、これのうちのｂについて今回該当するもので、 

0:35:37 について、設計目標として定義させていただいてると、そのことを、4ページの

下に申請においてという所一方単品について定期確認競合するところというこ

とを記載させていただいてるというところでございます。 

0:35:53 この絵について定義するしないということを申し上げたんではなくて、本来のこ

の議論が起きてるあのもとなってるところがですね、Ｂのことについてというと

ころでございますので、そこなアドオンしで資源を記載しているものでございま

す。 

0:36:14 。 

0:36:15 規制庁の今野です。初層お待ちください。 
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0:36:20 規制庁のイワノです。関西電力の主張されたい内容というのは承知しました。

それはとにかくそのＢのところについてはしっかりそのエリア内エリア外につい

て、何何がしたいのかっていうことがわかるように、Ｂの医療については石灰

化 

0:36:40 にしてください。そうそれについてはよろしいですか。 

0:36:55 浅い電力クマクラでございます。ただいまのイワノさんがおっしゃっていただい

たところなんですが、踏査として考えておりますＥのエリアの設計目標としまし

ては、4ページの一番下の下線部を引いてありますところに記載あります通り

エリア内の火災を早期感知し、 

0:37:15 エリア外への火災の悪影響を押す坪というふうにこちらに明記しているのです

が、来こちらの案を設計目標では、 

0:37:27 考えていくことが他が実施していないと、そういったことでしょうか。はい、規制

庁の今野です。ちょっと多分記載が足りないと思ってまして、そのＢのエリアの

エリア内Ｂ－Ｂのエリアのそのエリア内にある。 

0:37:44 火災防護上重要な機器について、今当炎がついていて、まず税理士がついて

ますけど、これが何かこのどうどういう状況を、どういう状況に 

0:38:02 どういう条件にならないように設計目標を立てているのかとか、それがいや、こ

ういうことまでは許容されますっていうことだとかそういうところが今早期感知を

しっていうことだけでしか、書かれてなくって、このＢのエリアのこの図の中に

入っているところの内容が 

0:38:22 何をしたいのかっていうのがよくわからないので、そのところ文字に起こしてわ

かるように 

0:38:28 設計目標一番下に、一番 4ページの一番下のとこに書いてあるところの設計

目標に入れ込んでいただきたいと思ってるんですけど。 

0:38:37 関西電力の方、いかがでしょうか。 

0:38:42 艦隊電力ウシジマでございます。今イワノさんがおっしゃった点ですね私の方

の理解でございますが、漫画の中ではですね、Ｐｄについて、この当該のエリ

ア内で火災を想定した場合に、 

0:38:58 仮に、またタンクならタンクといったものが機能喪失して放射性物質が管理運

営することがあったとしても、それはせいぜいそのエリアの中にとどまるという

ことが考えられて、そこでエリア協会 

0:39:14 2部の外には性悪さをしないというか、そういったことが期待できるという趣旨

をですね、この漫画には込めたんですが、そのＦＰたいことが、この下の文章

のところには書き足りてないので、 
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0:39:30 このビルではそういったことを期待して、エリア内に限定するというので、ほか

のエリアには波及しないということを設計目標とする実施しますということをし

っかり書いてくださいと、そういうふうに私今理解をいたしましたが、趣旨合って

ますでしょうか。 

0:39:48 規制庁の今野です。その趣旨で、そうやりませんので、資料にわかるように記

載していただければと思います。 

0:40:02 最後、関西電力ウシジマでございますはいエリア内にとどまるというところの趣

旨がですね、4ページの下の文章にはそこまで書き切れてないということを理

解しましたので、ここの充実を図ることといたします。 

0:40:17 はい、規制庁のイワノですと次の確認事項なんですけど、 

0:40:22 05Ａと 1－1っていうところの委員のエリアのＡのエリアのエリア内のところにで

すね、エリア内における火災の影響範囲を局所化するために早期感知するっ

ていうところに、その局所化するっていうところの意味合いを 

0:40:40 具体的に説明していただけますでしょうか。 

0:40:53 はい、関西電力ウシジマでございます。この点につきましては補足が必要なの

かと思いますけれども、今真ん中で記載しておりますあるポンプならポンプが

仮に火災によって影響を受けるとした場合にですね。 

0:41:12 その火災というところで、ポンプの機能っていうものがｓｈｏｔ支援喪失するかも

しれないといったところですね、何かあると影響範囲、火災の影響範囲を極小

化するためにっていう言葉なんですが、 

0:41:28 この認識ずれがないかということで確認されたのだと思うんですけれども、な

ぜ肩への影響の及ぶ範囲という点では例えばポンプのところからポンプのとこ

ろで、しっかりと、早期に感知することで、 

0:41:44 そのあとの早期党首初期消火等にですね、つなげることによって、火災の影

響範囲をできるだけ局所化して限定したいという思いがございますので、 

0:41:58 もう来てもう 1点ですね、ちょっとまで来てみてはいけないのですが、このナギ

ラの中に機器というものがたくさんあるというイメージを持っていただいたとき

に、例えばポンプがあります、ほかにもポンプがあります。 

0:42:13 で、ポンプのＴａｌｌポンプの機能がやられるというところはあったと想定としてあ

ったとしても、ほかのポンプも経営を火災が延焼することによってやられること

がないように、極小化することによって影響範囲を限定したいと。 

0:42:32 思いとして考えているところはこういったことでございます。 

0:42:42 規制庁のイワノです。説明想定しました貯槽お持ちください。 

0:43:01 規制庁のイワノで送達しました。すいませんちょっと追加でなんですけど、Ｂの

エリアのほうにも同じようにで見るとですね、二つ機器があって、 
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0:43:12 二つ機器が同じようにあるような構成になってるんですけど、Ｂのエリアについ

ても同じような考えで 

0:43:20 ＡとＢのエリア内にある重要な機器が二つ以上あった場合に、もう一方に対し

て影響を与えないっていうような設計をＢのエリアについても考えておられるっ

ていうことなんでしょうか。 

0:43:33 。 

0:43:35 一般されるウシジマでございます。今おっしゃっていただいた点は大事なポイ

ントだというふうに理解をしておりまして、性能をしつつ安全停止に関わる機器

のほうですね、こちらが機器それぞれが一つ一つが低機能という形で安全停

止に関与する機能を持っていると。 

0:43:55 このようにまず考えますので、一つのポンプがやられてもええとほかのポンプ

ってのはまた別の機能持ってる場合がありますので、できるだけそういったほ

かのポンプの影響受けないようにということを考慮したのがいいの話でござい

ます。 

0:44:11 しかしながらｂの方は鉄塔守るべきところが放射性物質の貯蔵という機能でご

ざいますので、このタンクがやられるかやれないかで例えば漏えいするかしな

いかというところよりはですね。 

0:44:26 その漏えいしたものが生保込むところに、鉄塔論議が広がっていってですね、

づくめ設置終局的には性が一般公衆に及ぶことがないようにということを念頭

に、 

0:44:43 火災区域境界であったりレクを公開であったりというところでですね、しっかり

の放射性物質を正ともれがとどまるようにも閉じ込めていくというところを念頭

に置いたものでありますので、生の方は、一つ一つの機器の 

0:45:02 火災による影響によって機能を失うということを念頭に置いてますが、ＳＰＥＥ

ＤＩはタンクが政府もし、火災によって何がしか圧損影響があったとしても、その

放射性物質が設置されたものがあってそのエリアの境界とかで、 

0:45:22 ほかに燃え広がっていかないようにといったところ、主眼に置いているもので

ありますので、この絵の中で言いたかったところがですね。それとｂの違いとい

うところで、どこで抑えを考えるかといったところ、説明したものであります。 

0:45:46 規制庁のイワノです。承知しました。のエリアについては、ほかのもう一方に影

響を与えないようにっていう設計目標、そういう。 

0:45:57 ここは設計目標立てないっていうふうにおっしゃってるので。そういう観点があ

るけれども、Ｂのエリアについては、特段そういうものはなく、ないと、そういうこ

とですね、承知しました。 

0:46:09 わかりました。ありがとうございます。 
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0:46:14 そうですね。はい、わかりました。 

0:46:18 すいません。次の確認事項に移りたいと思います。 

0:46:25 はい。 

0:46:27 次はですね、 

0:46:29 。 

0:46:30 所長の近田さん。 

0:46:32 安全機能を有する機器等、 

0:46:37 規制庁の今野です。お待たせしました。えっと次なんですけれども、 

0:46:44 Ａのエリアについてなんですけど、原子炉の安全停止機能をのエリアのエリア

内について、 

0:46:52 原子炉の安全機能を安全停止機能を有する機器等の 

0:46:58 等の火災の影響を当局所管するっていうふうに書いてあるんですけど、この 

0:47:08 局所化するっていうかさエリア内の機器への影響を局所化するっていうこと

と、エリア外にある 

0:47:17 火災防護で重要な機器等に影響を及ぼアーク機器の機能が喪失しないって

いうことは、これは何か関連づけて説明されようとしてるんですかねそれともこ

れはとも別々の観点として、当エリア内のやつはこう守りますと、 

0:47:33 Ｄエリア外のやつについては守りますという二つの観点があるっていうことな

んですかねそれともこの二つが関連づいていると思ったらいいんですかね、ち

ょっとその辺のところ認識が合ってる方をどう確認したいので説明していただ

けますでしょうか。 

0:47:46 はい。 

0:47:47 はい、関西電力ウシジマでございます。まず一義的にはですねへの系統機器

につきましては、そのエリア内でですね、一つの機器が影響を受けたときに、

ほかの機器も影響を受けないように影響範囲を局所化するというところに力点

があります。 

0:48:06 ですので、そこにまず一つのポイントがありまして、そのエリアの共管からです

ね、外温度ところの悪影響というところはあまりここを積極的に論じてるところ

ではありません。Ａについては、やはりセキの中でもですね、できるだけほか

の機器のダメージが受けないようにというところ。 

0:48:26 考えたものであります。それと加えてになりますが、このＡの基金に相当すると

ころはですね、これまでにも消防法施行規則通りに網羅的に感知器を設置し

て対応していることでしょう管理ができているという位置付けのものでありま

す。 
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0:48:43 次にｂのところはですね、先ほども申し上げましたが、例えばタンクが破損する

ことによって漏えいするといったことを考えた場合に、メディアの中には放射性

物質が漏れているがあるかもしれないなということを念頭に置いた上で、 

0:49:01 それがエリアの境界から、他に影響が及ぶかどうかということを議論しており

ますので、その観点も含めてですね、他のエリアへの影響といったところを随

時したものであります放射性物質の漏えい防止というところで、緑のハッチン

グでですね。 

0:49:19 隣のエリアも含めて、意識した上で記載したものでございます。 

0:49:31 規制庁のイワノです。ちょっと確認なんですけど、Ａのエリアについては、エリ

ア内の機器の防護の考え方と、エリア外の機器の防護の考え方はそれぞれ

関連ついてなくて別々のも、仮に目標みたいなものを建てるとしたら別々の目

標になると思ってよろしいんですよね。 

0:50:03 すいません関西電力クマクラでございます。今、予算がおっしゃったところにつ

いてはですね、Ａのエリア内については、アートエリアにおける火災の影響範

囲を極小化するために早期感知、こちらについてを達成することで、このフロ

ーエリア外についても、 

0:50:19 他のエリアの一般火災の悪影響はないということに繋がっていくというふうな

関連づいているというふうに考えてございます。町です。 

0:50:31 規制庁のイワノです。やっぱりそこは関連づけて説明しようとされてるっていう

ことですね、 

0:50:38 もう少しちょっと以前もお話があったかもしれないんですけどそのエリア内にあ

る機器が守られるかどうかっていうところと、そのエリア外にある機器が守られ

るかどうかっていうところは、もしその区画を守りますっていう話であれば、区

画外にあるものについては、 

0:50:57 区画が守られれば大丈夫エリア外のものは、通す機能喪失しないっていうの

を説明はつくんですけど、エリア内にあるものとが守られれば、別の位置にあ

るエリア外のものが守られるっていうのはそれは直接的には関係しないので、 

0:51:14 何かしらそもそもなぜエリア外の機器が守られれば、エリア外のものも同様に

守られるんですっていうところの説明は別途必要になるので、もしそういう説明

をもし今後されるかもされることになってそういうふうにそういう説明する場合

は、 

0:51:31 そこの点がしっかり 

0:51:35 追加されて説明されるように注意してください。私からは、これについては以上

です。関西電力の方からは何かありますでしょうか。 
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0:51:46 はい、関西電力ウシジマでございます。ちょっと今申し上げた点ですね、私の

ほうから、ポイントとなるところはですね、Ｐａのセキがあるところについてはそ

の委員の機器のあるところのエリア内で二つの異なる感知器でもって早期感

知して抑え活動。 

0:52:06 いったところが主眼でありますので、そことエリア外という話はですね、必ずし

も深く関連づけたものというのはございません。これに仮にエリア外にですね、

の機器がある場合、それは当然そのエリア外のゲーム機器は、 

0:52:23 のあるところはそこがまたそこでゲーム的であるものとして、感知器がダブル

で監視しにくいことになるので、それぞれの機器のあるところはそれぞれのエ

リア内でしっかり見ているという話でございます。 

0:52:43 規制庁の今野です。もしそういう絵のエリアについて説明される場合は、繰り

返しになるんですけども、エリアＡ棟、 

0:52:59 もしそのエリアの境界を守るっていう話ではなくて、あくまでエリア内にある機

器を守るっていう話であれば、 

0:53:07 そういう説明は成り立たないので、 

0:53:12 そこの関連がわかるような説明をお願いします。これについては以上になりま

す。 

0:53:19 別途じゃ次のページに、次の確認事項に移りたいと思います。次ばえっとです

ね、5ページをお願いします。 

0:53:28 この 5ページについて、まずですね、上から二つ目のパラグラフ、 

0:53:35 既申請、時申請はっていうところからですね、パラグラフ 4行目の確認いただ

いたっていうところの文章なんですけども。 

0:53:46 今ここは何かの確認審査していただき、確認していただいたっていう内容だけ

になってて、具体的にどういう設計をしたのかっていうところが今全くよくわから

ないので、関西電力としてどういうふうな設計をしたのかっていうところが、 

0:54:02 わかるようにこの文章の中に設計の内容というのも盛り込むようにしてくださ

い。 

0:54:08 関西電力の方よろしいでしょうか。 

0:54:12 はい。 

0:54:13 関西電力ウシジマでございます。ちょっと文章の組み立て方がこちらの意図が

悪かったのかもしれませんが、また以降の設計目標を踏まえてこういう先生と

口頭審査いただいた事項というのをですね。 

0:54:28 総務について整理するということで下に述べております。なので今イワノさん

がおっしゃった点、何を審査したのかっていうと、県についてはその下にです

ね、列記しております事項がその内容を示したものでございます。 
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0:54:44 うん。 

0:54:50 規制庁のイワノです。すいません一つお待ちください。 

0:55:06 すいません規制庁のイワノです。お待たせしました。ちょっとすいません私のセ

キがあまりよくなかったので、ちょっともう一度趣旨をお伝えしますとですね、 

0:55:16 今審査していただきとか、確認していただいたっていうふうに規制庁主体の文

章になってるんですけども、そこは関西電力として設計して申請しているもの

なので、ここは関西電力としてこういう 

0:55:34 当発生防止から、影響軽減のところについて、設計して申請をして適合したっ

ていうことを 

0:55:46 規制庁の主体じゃなくて関西電力主体として書いていただきたいというそういう

趣旨です。すいません。よろしくお願い。よろしいでしょうか。 

0:55:57 関西電力ウシジマでございます。今おっしゃった点はご最もだと理解いたしま

した対象でございます。弊社主催の書きっぷりに見直しさせていただきます。 

0:56:11 はい、規制庁のイワノです。それではすみませんよろしくお願いいたします。 

0:56:17 それからですね 

0:56:20 表の 1－2のところなんですけども、伊藤第 1－2の表のところなんでの消火

のところの説明についてなんですけど、この消火のところのこの消火のところ

の項目の設計対応事項の欄についてなんですけど、こう欄だけですね。 

0:56:40 黙秘ええと、この欄だけ手段が書いてあって他ほかのところは全部目標になっ

たかちゃんとしっかり書かれてるんですけど、この欄だけ手段になっているの

で、ここについて、ここについてもちゃんとどういう設計目標をしてるのかってい

うその目下すいませんどういう目的で設計指針のかっていうその目的がわか

るように、 

0:56:59 記載を見直してください。 

0:57:02 当関西電力の方よろしいでしょうか。 

0:57:07 はい、関西電力でございます。はい、ウシジマでございます主旨の承知いたし

ました消火設備についても、目的がわかるようにということで、修正いたしま

す。 

0:57:20 ここは規制庁のイワノです。ではよろしくお願いします。 

0:57:24 それから、その表、表の下のなお書きのパラグラフなんですけれども、 

0:57:31 まずこの何億の後に、この設計目標を達成しというふうに書いてあるんですけ

ど、この設計目標っていうのをさせてるのは、感知消火のことだけをさせてい

るのか、それとも、その発生防止感知消火、影響軽減のすべてを指してるの

かっていうのを、 
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0:57:48 説明していただけますでしょうか。この設計目標が達成されれば、下の内容が

できるよっていうことが書かれてるんですけど、それが感知だけできれば、下

のやつができるっていうことなのか、それとも発生から、 

0:58:05 影響軽減全部ができないと、下のことができないっていうことなのかちょっとそ

の辺はっきりさせたいので、説明をお願いします。 

0:58:18 関西電力ウシジマでございます。本申請におけるですね設計目標と定義して

おりますが先ほどの 4ページのところにありました。東海エリア内の火災を配

置 4ページの下ですね、そういう偏る早期感知し悪影響防止することと、 

0:58:36 いう設計目標という設定でございますので、それをきちんと設定していればと

いうことが趣旨でこの文書は始まっております。途中にですね、今第 1－2表

で発生防止、感知消火影響軽減ということも含めてちょっと記載しましたので、

ちょっとその辺りの対象が、 

0:58:56 ぼやけたかもしれませんが、今後の設計目標達成しというところの記載の意

図が 4ページの施工範囲を示していたものでありますので、一括続く文章もで

すね、詰まるところは、その前のページの 4ページの 

0:59:13 それと、上の表－ｂの項ですね、ｂの項の 6セリア協会でとどまって以降です

ね、火災区域の境界から外に対して悪影響を及ぼさないということについての

説明となっているものでございます。 

0:59:37 規制庁のイワノです。そうすると感じでしょうか。 

0:59:41 だけをさせているっていうことでよろしいでしょうか。その申請としては感知消

火だけかもしれないですけど、このなお書きの以下の内容っていうのが今回は

発生防止とか影響軽減とか、何も変わってないので、それはそのまま使ってこ

の今回新しく確認した感知消火とあわせて、 

1:00:02 完治所発生防止から書か影響経験が全部達成できたら下のなお書きのような

状態になるっていうふうな理解人なるのかなと思ってたんですけど、その 

1:00:15 感知し今回の申請で感知消火、感知だけっていうのはわかっているので。なお

書きの内容が感知だけで達成できるものなのか、それとも発生防止から影響

軽減全部が必要なのかというところについて回答いただけますでしょうか。 

1:00:34 はい、ウシジマございます。こちらに記載の見解の移動をまず先に申し上げた

いと思います。 

1:00:41 4ページのところまでで説明を入れさせていただいておりますのは、正とＢの

低放射性物質の貯蔵する機能について、着目しまして、規制とか火災の設計

目標というものは、エリア内の火災を早期感知し影響悪意 
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1:01:01 以上をエリア側への火災がアプリ競合することということについて考えました

ので、ここでですね、先般いただいたコメント等を踏まえますと、悪影響を限定

しという言葉の中にはいろんなイメージが 

1:01:19 出てくるので。来申請の中でどこまでが認められていて、何が、今回、新規に

見ないといけないものなのかを整理するといったことが私どもの宿題と認識し

ておりましたので、このちょっと間に挟む格好となりましたが 5ページのまた書

き以降で、 

1:01:38 この発生防止と感知消火と影響給源という項目で見た場合に、ここが中に政

党 4ページに登場してくる壁であるとか、そういった消化この感知の後に出て

くる消火といったものがですね、含めて正義人生の中ではこういう 

1:01:58 ものも確認いただいてるというものをですね、一般全体おさらいをさせていただ

いたという格好で、この上段は記載をしてございますので、 

1:02:08 その上でこの段分けっていうのはですね、この設計目標のことについて語って

いるのではなくって、 

1:02:16 設計目標が達成されていれば、本中に限定されるということになるんですけれ

ども、その時位に概要及ぼさないかということについて、ご質問等もあると考え

まして、 

1:02:35 その先は性システムできちんと大丈夫なのシステムが構築されていることで、

心配はございませんと、どちらかといえばＱＡ的に書くような筋合いのものなの

かもしれませんが、設計目標そのものをここで語ってるんじゃなくって、 

1:02:54 後ろの他もエリアとか、そこから管理区域外施設エリア外のところに拡散して

は区域をしないかということについても、なお書き以降が増えたというところで

ありますので、ちょっと先ほどの御質問からいきますと、 

1:03:12 設計目標達成するためにこのなお書きがあるのかということなんですが、設計

目標あくまで 4ページの右の漫画にありますように、セキエリアの中でです

ね。ええと火災の早期感知して悪影響を防止すると。 

1:03:27 そういったところが設計目標でございますので、今、5ページで展開しておりま

すのは、質性過去の起振性の確認事項と、あと加えて、それから波及して提

供するかしないかということについて、 

1:03:45 加えた説明をさしていただいてると、そういったところであります。 

1:03:52 はい。 

1:03:54 規制庁のイワノです。すいません。今の説明だと今出してももらっている感知

消火、感知の設計であるだとか、これまでの申請申請なりで確認した発生防

止とか影響軽減のもの。 
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1:04:10 設計とは関係なく、その万一エリア内での火災によってっていうところの以下

のものっていうのは達成されるっていうことなんですかね、ここの公開のこの

火災の設計なりと 

1:04:25 関係なく、万一以下の内容が 

1:04:33 1時間の内容の通り、エリアがＥエリア外ではなくて、建家外って書いて建家外

って書いてありますけど、建屋外に放射性物質が漏えいすることはないってい

うことなんですか。 

1:04:47 今ここの文章を見ると、やっぱり設計この感知消火なり火災の発生防止から

影響軽減なりが達成できないと、こういうことができないよっていうふうな文章

に書いてあるように見えるんですけど、そういうわけでは全くなくて貫通火災の

設計と関係なく、 

1:05:06 この交差点恵比寿の漏えいしないってことは達成できるっていうそういう理解

でいいですか、そうでそれであればその上のところも最初のところの文章って

いうのはちょっとミスリードになると思うので、修正を書きぶりを見直していただ

きたいんですけれども、 

1:05:26 電力ウシジマでございます。今おっしゃっていただいたのは、なお書きのこの

設計目標達成しっていうのが前例条件下のように読めてしまうので、それ以降

の文書がですね、これを前提にしした上で成立するしないという読み方になっ

ちゃうのでミスリードになるかと。 

1:05:44 そういうことだというふうに理解をいたしました。私ども事実関係としてはです

ね、この以下に書いてあることは、今回の火災防護の審査とは別でですね、既

存のシステムによってすでに構築されており、審査においても確認されている

事項でありますので、 

1:06:03 ちょっとミスリードになるというのは御指摘は理解いたしましたので確認につい

ては注意いたしまして修正を加えたいと思います。 

1:06:11 規制庁の今野です。回答ありがとうございます。全くそのような意味でして、も

し違うということであれば書きぶりを修正していただければと思います。 

1:06:22 それからですね、次の確認事項なんですけども、 

1:06:27 今、話にもちょっと出てきた万一っていうところから以降の内容は以下の内容

なんですけども、この踏ま構成物質が漏えいした際の対応みたいなものは、影

響軽減の中でも確認されていないのでしょうか。 

1:06:50 関西電力の引間でございます。こちらに記載している中身ですね、例えばコン

クリート平気であるとか、3億にとどまる費とか、放射性物質のモニタリングし

て廃棄。 
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1:07:06 のシステムであるとか、そういったことがですね、生徒放射線管理施設とか、

そういったところの件記載事項のところによるところの持ってきているものでご

ざいまして、壁のところがかたいの影響軽減等関係するのかというのが、部分

的には重なるところあるかもしれません。 

1:07:26 でも、この火災防護が影響軽減の壁っていうのが必ずしもすべての壁を指して

いるものではございませんので、ここの結論はですね、なお書き以降の前日以

降に書いてあることは、火災防護とは別の審査事項によって確認されているこ

とを書いてるものというふうにご理解いらっしゃる。 

1:07:50 規制庁のイワノです。影響軽減とか火災の審査の中では見てないっていうこと

は承知しました。 

1:07:57 それについては、そうすると、これは当火災ではない。別の新基準なりの申請

の方させ、 

1:08:09 流失アート放射線防護の中で見ているっていうことでよろしいですか。 

1:08:17 はい、他電力島でございます。再稼働の申請の中での放射線管理施設の中

にですねえと廃棄施設とか換気空調設備に関する記載等がございまして、そ

の中にこの 

1:08:32 出資システムに関する記載等はございましてそこからの引用して持ってきてお

ります。 

1:08:39 規制庁のイワノです。承知しました。では江藤後日でいいので。すいません

が、どの申請、どうも説明してどの申請などの説明書のどこに書いてあるのか

っていう、ちょっと該当箇所を連絡していただくように、 

1:08:55 していただければと思います。よろしくお願いします。関西電力の方、よろしい

でしょうか。 

1:09:03 はい、関西電力ウシジマでございます。ご指摘の点、趣旨理解いたしましたの

で、当該箇所、また御提供させていただきます。 

1:09:13 はい、規制庁のイワノです。ではよろしくお願いします。初層末ください。 

1:09:25 ちょっとこれからＹａｍａｍｏｔｏちょっと重複する内容もあるかもしれませんが、

ちょっと確認をさせてください。 

1:09:36 もうちょっとこれはこれでいいんじゃおかしいんじゃないかって言ってるつもりは

ないんですけれども、もう 

1:09:45 ビームエリアのみに今回ちょっと、 

1:09:49 その限定している理由をとって、 

1:09:51 頑なにちょっと 
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1:09:54 限定しているような印象ちょっと受けてまして、その事由がちょっとわかれば私

理解しときたいなというふうに思ってます。これ何故かっていうと、最終的に設

計目標としてエリア内の火災を早期検知Ｃエリア外Ｍを 

1:10:13 火災の悪影響を防止することっていうふうにここで一応設定されてるんで、そ

れに対して何も来違いがあるのかなっていうのが、 

1:10:24 ＡとＢで、 

1:10:25 Ｂは包含できるんだけれども絵は包含できないというところに、 

1:10:30 繋がって 

1:10:31 るのかなっていうのがちょっと正直わからないものなんで、ちょっとここはあの

を考えて聞かしてください。 

1:10:43 本体連立の尻までございます。ちょっと二つの切り口からご説明をしたいと思

います。まず別途守るべき機器の機能という面で、まず、先ほどご説明したの

が一つ目の切り口になるのですが、 

1:11:00 という方法は、機器の機能とかいうのを見たときに 1個 1個の機器が一つ一

つの機能を持っているので、そこに対する火災の影響っていうものを限定化し

たいと極小化したいということであります。しかるに、 

1:11:16 その結果としてですね、この二つな切り口になるのですが、対応する手段とし

て、こののエリア内については二つの異なる感知器を網羅的に設置するという

基準通りの対応をとっている。これがもともと基準の要求で私ども 

1:11:36 それを正として考えているわけでありますんで、機器の配置とかいろいろあり

ますが、きちんと°煙なり熱なりというものですね。起こった火災というものを

できる限りの早期感知を図りたいというのがあってであります。 

1:11:52 Ｂは出て相関値を測はかる図らないということも申し上げてるんじゃないので

すが、機能という面でまず考えた場合にある火災があった場合に放射性物質

というものが、仮に漏えいしたとしても、そこはエリアの中に限定されると。 

1:12:08 いうことにかんがみましてですね、加えて、この議論の根本になっているところ

でありますが、放射性物質を貯蔵してるということに起因して放射線量が高い

ということでそれによって、 

1:12:25 感知器が網羅的に設置できないという事実、そういったことがあることにかん

がみまして、私どもはその出口の設計目標といいますかね、そういったところ

を歳入ポイントは、エリアの境界でもって、きちんと火災の影響を限定すると。 

1:12:45 いうふうにまず機能面から考えてもそのように考えておりますし、火災の感知

という点で考えた場合もですね、必ずしもこの中に制約条件があって、感知器

が網羅的に設置できないんだけれども、こん中をきちんと火災を早期に感知で

きると。 
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1:13:02 いうところはですね、多核種設計目標ということで設定するという考えでござい

ます。昨日という面倒を実際に感知器をどのように置くかということもですね。

念頭に置きながら、仕分けをしたものがこの説明でございます。 

1:13:22 はい規制庁の関です。ちょっとイワノ等同じ回答になっちゃうけども言いたいこ

とはわかりました。はい、それで。 

1:13:31 スズキにやっぱりちょっとへの話をちょっと踏み込むのはあれ本屋ないかもし

れないんですけれどもちょっとさせていただきたいんですけれども、 

1:13:42 もう 

1:13:44 うーん。 

1:13:46 ここのエリア内の火災の影響を局所化するために仮設っていうふうに言ってい

て、これは、 

1:13:55 。 

1:14:00 もともとここに書いてあることっていうのは、3ページ目の下のところ、多分、 

1:14:08 3ページの下のところで火災からの影響を限定する観点っていうふうに書いて

あるんで。 

1:14:15 φ1からの影響を限定するっていうのはこういうことだよって定義をしていると

私は理解をしているんですけれども、 

1:14:23 もう 

1:14:24 ここのＡのエリア内に書いてあることは極小化するっていうことは可能というこ

とを常態としたとすることを 

1:14:36 おっしゃってるんですかね。 

1:14:38 それとも 

1:14:40 先ほど思いという言葉を使われてたので、 

1:14:46 目標はそうなんだけれども、 

1:14:49 そんなもう本当に守ることを考えていて、やっているのか、設計をしなきゃいけ

ないのかというところもちょっと確認をしたいんですけれども、 

1:15:02 関西電力の城間でございます。今セキ様のおっしゃった撤退された点はです

ね、多分この早期感知の後ろにくっついてくる消火も含めてセットで考えている

のか否かっていうことをお尋ねになられたと私理解をいたしました。 

1:15:19 閉合あのエリアで考えた場合にですね、このＡのエリアが例えばひどいとしま

しょうできるところに、例えばポンプが沢山並んでいて、そこにＡと感知器という

ものがですねそれぞれ網羅的にある例えば天井に 

1:15:37 何ですか、60ｃｍの梁とか、そういったものがあった場合に、きちんと面積を考

慮して感知するという役目を担っていて、配置していくわけでございますので、



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

それできちんと早期感知をするということですね、エリアの中の火災どこで起き

た火災についても、 

1:15:57 早期感知をしっかりしましょうということで、款機器を配置しましょうという趣旨

をここは言っております。片やＢのほうはですね、ここのエリアの中で起きた火

災によって機器の機能が喪失するかもしれないけども、エリアＢと前だというこ

とで考えた場合に、感知の 

1:16:17 あり方というものは必ずしも網羅的でなくても、エリアの中で起きた火災を例え

ば今回のように、ダクトで感知するやり方でもってでも早期感知と考えられるで

しょうと言ったことも私ども念頭にございますので、 

1:16:34 その感知の仕方というところに経営塾は勝利って考えたものでございます。先

ほどセキ様からご質問になった限定するということに消火がセットかというと、

消火はここではセットでは考えていなくて、やはりそこで起きた火災を早期に感

知すると。 

1:16:53 いうところでですね、ここは経営計画競合するために早期感知するということで

展開してございます。 

1:17:10 規制庁の関です。そうすると、 

1:17:14 ふうん。 

1:17:18 もう感知器のところに確かに。 

1:17:22 火災からの影響を限定するっていう言葉はあるんだっていう、どう、それは、 

1:17:31 感知だけで全部達成しようっていう 

1:17:38 ことをおっしゃってるんですかね。 

1:17:44 関西電力ウシジマでございます。これはもともとの基準の要求からの先輩の

文書の読み取り方のお話になっていると思うのですが、ちょっとこの資料の三

つ理事をご覧いただいて、もともとこの基準の 

1:18:02 設計目標設定するときにですね、持ってきた言葉はですね、基本事項の 2ポ

ツ 2ポツ 1の火災の影響を限定し早期の感知、消火及び消火をタナベます火

災感知及び消火を行える設計であることということで、 

1:18:20 管長した上で消火をするということでもって火災の影響を限定するというふうに

理解はしてございます。そのうちの消火等については、先ほど 5ページで御説

明書いておりますように、消火に対する考慮事項というものは、 

1:18:39 私どもがこれまでの申請等で時説明させていただいたこと、そこからも変更は

なくて、その消火という行為については、確認いただいてると、監事について

は、早期感知という点で、 
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1:18:56 劣るところがあるという意味合いからバックフィットの要求を私ども受けており

ますので、早期感知という点でも取るところがあるので、早期感知について設

計目標を達成いただいたという理解でございます。 

1:19:33 規制庁の関です。今、 

1:19:38 基準でいってるか高いことをやろうっていうことをおっしゃっているんで、それを

特段 

1:19:47 私としていや違うんじゃないかっていう 

1:19:51 ことはないんですけれども、もう表の 1－2表では、 

1:19:58 影響軽減とか、替えませんっていうふうに言っていて、それとこのエリア毎の

個々の説明って成功するんですかね。 

1:20:22 関西電力ウシジマでございます。今発生防止、感知消火影響軽減という 3方

策がある中の逝去経験というのはあくまでも影響軽減という言葉なので影響を

限定するという話と一緒になる安いところと思いますけれども、 

1:20:42 あくまで感知消火というところで、まず一つの設計対応があって、その上で、例

えば原子炉の安全システムに関して、ある機能がやられたときに成功しなかっ

たときに同一の機能を持つ人ほとなる取れんの。 

1:21:00 危機があった場合にはこちらがちゃんと影響軽減で守れるようねというのが影

響軽減の意味合いでございますので、影響軽減というものを論ずる場合には

ですね。公園の安全停止の機器がある場合には、 

1:21:17 例えばこのエリア内が正のＲＨＲポンプの部屋であるとするならば隣がＢのＲ

ＨＲのポンプとした場合にはエリア協会の壁の部分が影響軽減対策になりま

すし、 

1:21:30 で、感知と自動消火設備っていうところが、その確認の対象となるというもので

ありますが、今はそこの部分を議論させていただいてるのではなくて、あくまで

このエリアの中を見たときにあるポンプがあって、そこに対して火災があったと

した場合に、 

1:21:49 その機能にも着目しながら、感知はどうかということを求められているので、そ

こについて早期感知という点で整理をさせていただいてるというところでありま

す。 

1:22:30 規制庁のイワノです少々お待ちください。 

1:23:01 規制庁の関です。もう 

1:23:05 そちらも必要してることか。 

1:23:09 もう 

1:23:11 高いっていうのわかるんですけど、そこは理解するんですけど。 
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1:23:16 もともとこの火災審査基準的部分 2ポツ 2ポツの 1の中身の話っていうの

は、 

1:23:33 審査基準通りの方法で消防法施行規則、 

1:23:39 に基づいてつけていれば、この目標は満足してるっていうふうに 

1:23:46 会計なんですよね。 

1:23:50 そして、理解をしているので、 

1:23:54 今回そういう高い目標を立てるんであれば、方針をやっぱり変えるっていうふ

うに私はとるんですけれども、 

1:24:02 であれば目標変えるっていう手続きからしてもらわないといけないような気が

するんですけれどもそれとこの表の 1－2Ｄの体系で語られているその審査基

準の体系で語られていることと、 

1:24:18 合ってないのではないかっていうのが私の素朴な疑問なんですよね。 

1:24:23 言ってることわかりますかねちょっとここでいけばご返答いただきたいんですけ

ど。 

1:24:32 関西電力ウシジマでございます。正直申し上げて、ちょっとこちらでも理解がつ

いていけてない部分がそちらでお考えなのですね、審査基準で設定してること

よりも、こちらの説明は高い目標設定してる分には構わないんだけど、とおっし

ゃってる。 

1:24:50 高い目標というところがですね、多分この限定するという意味合いを私たちが

説明したときに、基準ではそこまで求めてないよというところがですね、多分私

どもがうまく理解できてないところなのかなというふうに思っております。 

1:25:06 ちょっとそこがちょっとですね、ひょっとしてかみ合ってないのかなというふうに

今ちょっと思いましたのでまず一旦開始いたします。 

1:25:15 はい。規制庁の関つこうについてはもう前回、火災室長も言ったかもしれませ

んけれども、そのＡＭエリア毎である安全上重要な機器から火災が発生したと

きに、 

1:25:32 もう 

1:25:35 今も不祥角度当然するんでしょうけれどもして他の機器に影響がないように努

力はされると思うんですけれども、 

1:25:46 その上、 

1:25:49 それが担保されされる、いわゆるそのじゃこの右の比を本当にその残るという

ことを 

1:25:57 担保する設計なんですかって言うところ。 

1:26:02 第一番引っかかってます。 
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1:26:08 はい。関西ウシジマでございます。引っかかっておるとおっしゃっていただいた

点、理解いたします。これは、 

1:26:16 私も火災の観点から考えた場合に、このエリアの中で火災があったとしたとき

に、この一つのポンプが仮に火災の影響を受けたとして早期の勢いがです

ね、区内のポンプにも意に繋がらないようにというところは、 

1:26:34 どう考えるんだいと問われたときに、この部屋の中は燃えるものと、どんなに

休暇どの程度かわからないけど燃えるものと考えてしまうとセキという議論に

なるものというふうにそこは承知をしております。 

1:26:50 なんで今多分セキ様が御指摘いただいたのは私たちがこういうふうに一つの

エリアの中の一つの機器に着目して、そこに限定するっていうのを、事業者が

書ける分には構わないけれども、規制としてそこ終わんだ取り入れるかマスク

事項等 

1:27:09 基準で要求してるわけじゃないよと。多分そういうことをおっしゃっていただい

てるんだというふうに今私のほうは理解をいたしました、このエリア外は燃えて

しまうことはやむなしという状況に陥るということが念頭にあるとそのような理

解でございます。 

1:27:28 はい。もう規制庁の関そこという 1－2表、 

1:27:34 その開閉内規てるんだから、 

1:27:37 基本的には、 

1:27:39 の整合性ということで私は通ってるつもりに聞いてるつもりなんですけれども、 

1:27:47 活きつもりです。ここはもう言うことだけなんですけど、一応ここ共通理解にな

りましたかね。 

1:27:55 。 

1:27:56 関西ウシジマでございます。私ども今回ですねＡとＢというものを仕分けする格

好で、機能に着目して機能を考えた場合には、平和やはり一つ一つのポンプ

というところで盛況限定するべきではないのかと言うたところ、 

1:28:16 ここからこういった論旨になっておりますが、火災の影響を限定するというふう

に考えた場合にはですね、キリン切れ目といいますかというのはこん例えばエ

リア協会などエリア協会というところの範囲でエリア内は思えてしまうと、だけ

ど、そう、当該のエリアには、 

1:28:34 悪さをしないように、早期に感知して悪影響を防止するというところが一つの線

引のところかなと、そのようにも理解をしておりますので、今、セキ様がおっし

ゃられた円について、機器単位に統括して、そこを守るということを私どもが 

1:28:54 論じるのであれば、それの担保の議論に変えていくから、市もそれが次のかと

いうことを仰られたというふうに理解をいたしました。 
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1:29:03 はい。 

1:29:05 はい、規制庁目的です。その通りですがもう少なくともこの説明だけですと、 

1:29:15 エリア内のこの赤枠で囲ってある機器が火災をしたとしても、火災があったとし

ても、この右側にあるＢのがもう、右側の火は守る状態を保証するっていうふう

に見えますっていうのが私の 

1:29:34 言いたいことです。 

1:29:37 保証するっていう意味ですね。はい。 

1:29:41 はい、関さウシジマでございます。その疑念が出てくるので。答弁そこのときに

は保証するための消火というものが議論でセットになってくっついてくるよとい

うことだというふうに等を理解しましたので、あくまで感知というところできちん

とものを論じるときには、 

1:30:00 一つのエリアならエリアというところの中で感知を仕切って語るというところで

平仄を合わせといったパースべきであると私は今そのように理解をいたしまし

た。 

1:30:13 はい。規制庁平成町わかりわかりました。 

1:30:18 その上で、先ほど課題私申し上げてるのはこの 1－2表のところでも会計の中

である程度説明をしているわけですよね。 

1:30:29 ポコポコとの関連関連性については、 

1:30:33 だからこそ、ここのところを絞って議論すればいいというふうに私は理解をして

るんだけどそれとそのやっぱ整合がとれてない説明をするのか整合とれてる

説明をするのかっていうのはちゃんと意識をして、事業者として保守向き出し

てください。 

1:30:49 っていうのが最後いいということですよろしいでしょうか。 

1:30:53 ％ウシジマでございます。ご指摘いただいた点、承知をいたしました。後ろの

表、第 1の認証のですね、絞り込みのところとも整合した形で見直しをさせて

いただきます。 

1:31:09 はい、規制庁のオフィス、ここはこれで結構です。それで、ちょっと聞いて余計

の補正はとして私感じてることを 1－2表でもう 1個だけいいますけれども、 

1:31:22 発生防止感知消火影響軽減まああの影響あり、ごめんなさい。健康もありまし

たという事実関係をこれでわかったんですけれども、 

1:31:33 もう 

1:31:38 変更がないということだけでここを見ればいいというふうには多分ならないと思

いますんで。 

1:31:49 今回換地設計を変えるわけですけれども換地設計をした上で、その消火との

関連。 
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1:31:56 設計を変える必要性があるのかないのかとかそういうような話っていうのはや

っぱり最後、評価としては出てくるわけですよね。 

1:32:05 ちょっとそういうところを踏む変更がないだけを私は書いて欲しいという意味で

前回これを語ったわけでありませんので、ちょっとそこのところはちゃんと想像

力を働かせていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 

1:32:24 はい、関西電力ウシジマでございます。今おっしゃられた点承知いたしました

あの発生防止なら発生防止の考慮事項があることによって今回見直す必要が

ないといった罹患ことですね、説明としてきちんと入れるということと焼酎いたし

ました。 

1:32:44 はい。それから最後ちょっと 6ページ目のところも、 

1:32:50 話だけ、ちょっと簡単にしたいんですけど。 

1:32:56 確認方法ということで、感知器の設計と配置設計キーを確認します設置します

よっていうことが書いてあって多分これ後ろとの関係性を見ると、多分異なる 2

種類の感知器はちゃんと設定。 

1:33:12 いますよっていうのは、 

1:33:15 もうこれは多分審査基準と同じように、 

1:33:19 考えられているっていうことかなあというふうに私は見ています。 

1:33:26 で、もう 

1:33:29 次に 7ページ目を見ると、 

1:33:32 具体的な設計方針というところに行くと、 

1:33:38 いわゆる異なる 2種類の感知器を設定する選定するとかそういう記述がない

んですよねで異なる感知器二つ使うっていうのは確か。 

1:33:52 従前の設認間かでも、 

1:33:54 書いてある話だと、基本的方針に書いてある話だと思うんですけれども、そこ

の関係性汚損設計方針ではなくて、その確認というふうに書いてあるっていう

ところがちょっと私いまいちよくわからないところなんですが、 

1:34:09 そこを説明していただけますか。 

1:34:17 はい。6ページのほうのですね、（4）の設計達成の確認方法の方がですね。観

点 1のところにですね、適応可能な形 9000中止異なる感知方式の感知器決

目当てせて設置していること。 

1:34:36 いうことでは書かせていただいております。ただいまセキ様のほう調べた 7ペ

ージ以降で具体的な設計を書くときに感知器を二つ並べて書いてあるんです

けれども、異なる感知器をこれこれこういう考え方で選定しましたというちょっと 

1:34:54 下記足らずのところがあるというご指摘ですかね。 
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1:34:59 はい規制庁の関です。それで基本設計方針で落ちてないっていうのがわから

ないっていうのが一つ等を 

1:35:09 設計目標っていうのを立てた上で確認キー確認中の評価とは違うんですか。

ちょっとそこが所基本設計方針に落とすまでにどういうプロセスを経てこういう

ふうに変換するっていうのが、 

1:35:26 わからないものなんで、もう 

1:35:30 聞いてるんですよね。 

1:35:32 今あくまでもその基本的方針をどう書きましょうかねって議論もうフェーズが写

っているんで。 

1:35:39 趣旨も説明。 

1:35:41 個別エリアの説明とつなげていくっていう意味では何となくわからんではない

んですけれども、ちょっとこれ何のためにやってるのかなっていうのが正直ちょ

っとよくわかりませんっていうのが、私の言いたいことです。 

1:36:17 はい、関さ連絡ウシジマでございます。設計目標の確認方法という記載させて

いただいておりますのは寒天一度観点にというのは 6ページに書いておりま

すが、3.1 っていうのは、感知器の選定と配置設計ということでこれは設計の

訴え 

1:36:35 文句でくれこれこの基本設計方針に落ちるところでありますので、3.2の方が

ですね、ちょっときちんと換地できることを技術的に評価するといったところで

ございまして、これがそれぞれの個別のエリアごとに 

1:36:52 評価した結果が出てくるのですが、これはこの設計方針にこの評価内容が落

ちるかというと必ずしもそうではなくって、きちんと早期の感知ができるというこ

とを確認したというのがですね、基本設計方針なりに落ちる話だと思ってます

ので、 

1:37:11 ちょっと感知は 3.1のほうはですね。これこれの感知器を組み合わせて配置設

計しましたら、どこに配置することとしましたっていうのは保険設計におきます

が、観点の評価の部分は正確性早期感知できることを確認したと。 

1:37:27 医療のことがですね、最終的に基本設計方針に落ちていくものだというふうに

考えておりましたので、そこに落ちていくための確認としてこの二つの観点で、

ここでは確認をした後でその上で、先ほど私が口頭で申し上げたような 

1:37:43 選定と配置、そして早期感知できるということが基本設計方針に落ちていくと。 

1:37:51 そういう流れかというふうに思っております。 

1:37:56 はい、規制庁の杉さんも私申し上げたようなもうちょっと整理してますかってい

うことを 

1:38:03 ですので、 
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1:38:05 もう 

1:38:09 一番設計でしょうし、一部は設計方針立てた上での妥当性評価っていうところ

だと思いますのでそうそういうとこちゃんと意識してやっていただきたいんです

けどっていう指摘が私として申し上げたいことです。ここはよろしいでしょうか。 

1:38:26 はい。関西ウシジマでございますが、今おっしゃっていただいたことは最終的

に基本的方針の書きぶりに繋がることを医として御指摘いただいたと思ってお

りますので、そこに流れる安全繋がるプロセスとしてですね、しっかりと記載を

意識して開局ようにと、というコメントと承知いたしました。 

1:38:47 はい、規制庁の関するよろしくお願いします。私たちはどちらかと言えばもう 

1:38:57 今までの技術的なところをもとに最後ちゃんと設計方針立てて評価方針立て

て、 

1:39:06 確認できるのかをちゃんと整理するのかっていう視点でもうすでに前回の審査

会合以降はもう手前ぐらいからを通っているつもりですので、ちょっと最終的に

と言われてしまうとちょっと 

1:39:24 正直ちょっと時間感覚としては、あれっていうふうにちょっと正直感じました。以

上です。 

1:39:33 ウシジマでございます。私の実現でございました失礼をいたしました。 

1:39:41 第 1期から以上です。 

1:39:46 はい、規制庁の今のですね。すいませんでは次の確認事項にちょっと移らせ

ていただきたいんですけども。 

1:39:54 すいません。資料の 1－16ページをお願いします。 

1:40:02 資料の 1－16ページのところですね、矢羽の三つ目の上から 5行目のところ

に、 

1:40:12 そうですね。流出する煙がループ室内にあるこのエリア 10の話なんですけど

も、流出する煙はループ室内にある火災防護上重要な機器等に悪影響を与え

ないっていうふうに書いてありまして、 

1:40:27 前回の審査会合でですね、 

1:40:31 ループ室にある機器等を列挙して、 

1:40:38 そのループ室にある機器に対して煙の影響が与えないことをしっかり資料に

起こしてくださいっていうふうに説明してたんですが、指摘してたんですね、 

1:40:53 ちょっと聞きたいのはですね、 

1:40:56 兼務流出した煙による、 

1:41:00 煙がそのループ室内にある重要な機器等の影響を与えないっていうことは、 

1:41:08 それは 
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1:41:09 火災のその影響軽減の中では、これまでキ申請の認可のその火災の影響軽

減の評価の中では 6 メートル離隔の対策を立てていますけどそういった 6 メ

ートル離隔の対策の中で、 

1:41:26 当煙の影響を時ループ室にある重要な機器等というのは煙の悪影響を受けな

いっていうふうな説明をされようとしてるんですかね、それともそうじゃないんで

すかね、ちょっとすみません、長くなったんですけども、回答お願いします。 

1:41:47 はい、監査ウシジマでございます。まず、こちら側からですね、煙による影響の

ところですね、緊急並べてしっかりと説明するという点の記載がですね、彼なり

図の提案の争点はすみませんです。 

1:42:04 その上で、アプリを与えないというところについて、火災の防護の従前からの

審査の中で影響軽減のところで見ているんじゃないかという御質問なんです

が、住民の方ほうが僕の 

1:42:22 選挙権のところはですね。熱的影響の観点から機能喪失というところの確認な

どはしてございますが、例えばケーブルであれば 200ごとに達するか否かとい

うところでケーブルが機能喪失するか否かというところを確認しているわけで

す。 

1:42:39 けれども、或いは 

1:42:44 使用要求としてですね。ええとポンプとポンプの間の機器の程度熱的な影響を

限定するために、基準の要求として 1時間の耐火性能を有するものでそこの

隔壁を設けるということで対応しているといったところ、 

1:43:04 ございます。ただしですね煙というものでもって、そこの機能に悪影響を及ぼす

かという議論は、火災の影響軽減のほうではしてございません。これは事実で

ございますので、その上で、この 16ページの 

1:43:21 と煙による影響があるのではないんだよっていうところの根拠ちょっとこちら根

拠はつけてなくて恐縮なんですが、私どもの考えとしましては、ループ室という

ところにですね、設置しております。 

1:43:39 安全停止に関わる機器類、これは格納容器という中の特殊性もあるのです

が、高温となお、公務の所状態ですね、加えて上記とか、そういったものも経

営にもさらされるということも考えた上で、 

1:43:57 上記とか、今度とかですねＬＯＣＡ条件など化しようというんですけれども、そう

いった話しようにも耐え得るというものが機器に用いられておりまして、これ話

今申し上げることは火災防護と少し外れておりますけれども、 

1:44:14 そういった使用の物品という終了しておりますので、そういったものに対してで

すね、煙というものがおよんできたからといって、その煙によって機能が阻害さ

れるという恐れはないというふうに私ども考えたものでございます。 
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1:44:31 ですので、今イワノさんのご質問に対してにつきましてはですね、まず、火災防

護の影響軽減でここを見てますかというとそうではなくて、その中で使ってる機

器はＬＯＣＡ仕様等のものが使われてるということも私ども念頭に、 

1:44:50 煙によって影響を受けるものとは考えていないと、そのような考えでございま

す。全然そこ書けてないんじゃないかとおっしゃると思いますけれども、伊藤

は、そういった伊藤でございます。 

1:45:05 以上です。 

1:45:08 。 

1:45:09 規制庁のイワノです。説明は想定しました。そういうことであればどういう仕様

でどういう設計なので、煙の影響が受けないっていうことが 

1:45:21 わかるように、資料に記載してくださいって今これ資料 1の話をしてるんです

けど、資料 2のほうにですね、資料 2－53ページのところに 

1:45:34 ループ室にある機器が全部列挙されてまして、それぞれ止めれんであれば、

止め弁、ポンプであればポンプについてはどういう設計なんですね止め弁につ

いてはこういう設計なんですっていうそういう系統ごとでもいいので、どういう設

計等で煙の影響が 

1:45:52 受けないっていうことがしっかりわかるように資料を拡充していただけますと幸

いです。 

1:45:58 ちょっと少々お待ちください。 

1:46:05 規制庁鈴木ですけど今の蒸気 

1:46:09 広域の話のところがちょっとよくわからなくて、 

1:46:13 蒸気雰囲気に対しては、 

1:46:17 瞬間的な話としては、 

1:46:21 電熱になるので、 

1:46:24 結局温度に耐えられるかどうかっていう話だと思ってるんですけど。 

1:46:30 長時間の話に関しては、 

1:46:35 蒸気影響って腐食について、 

1:46:40 どうなんですかとか、多分そういうことを 

1:46:44 結果的に見ていると思ってるんですね、環境、 

1:46:50 耐環境試験の話の中で、 

1:46:52 それをメーンように言っているかどうかわかんないですけど。 

1:46:57 一方で今回この煙についても同じですっていう話なんですけど。 

1:47:02 それって本当にそうなんですかね、瞬間的な話がさっき言ったように、 

1:47:07 電熱の話かもしれないですけど。 

1:47:11 メモリーがまず入らないければ、 
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1:47:16 煙による煙がどんな成分かにもよりますけど。 

1:47:21 化学的な影響だとかそういったものはそもそもさらされる状況じゃないんですよ

っていうところであれば、 

1:47:29 それはそうかなって思いますし、いやさらされても、 

1:47:34 そのさっき言った蒸気と同じなんですって言われちゃうという、 

1:47:38 ニッチツとその煙の成分が同じとは思えない。 

1:47:42 ので。 

1:47:43 さっき言ったような腐食とかそういったものなのか或いは化学的な反応が起き

てしまうだとか、そういったことはないのかなっていうところがちょっとよくわから

なくてですけど。 

1:47:55 その辺は何かしら 

1:47:59 知見なり検討したことはありますか。 

1:48:08 関西電力ウシジマでございます。今のご質問はどちらかというと、煙というもの

と、耐環境性の試験でやってる考慮事項がと同じことがいえるのかどうかって

いうご質問ではあるのですが、中身としては淡々とですね耐環境性の試験の 

1:48:26 暴露試験でやってることの中身のほうに入っていく話かなというふうに理解を

してございます。どっかとかＬＯＣＡ仕様とかそういったところをやってるか、試

験の中ではですね、純計とか温度とか、 

1:48:41 あとは放射線ですね、放射線環境下にさらされても、そういった物品の過大評

価ちゅう確認はしておるのですが、53ページに書いてある機器類をご覧いた

だいたときに、例えば弁であるとか電送機であるとか、 

1:49:00 ほかにもケーブルとかございますけれども、すべてなにがしかの 

1:49:08 被告といいますか、金属製の容器であったり、或いはケーブルとても非密封が

あって、そういった物で覆われた自治体で欠品どいができ上がっているもので

あります。 

1:49:24 そこが熱環境とか、ちょっとここはどっか条件の中で熱的な影響を受けるだと

か、放射線によってγ線でつか中性子線にさらされるということによっても中の

機能が阻害されないかっていうのは、耐環境性の試験の中で確認してるんで

すけど。 

1:49:44 煙というものがですね、このケーブルであったり、弁程度の金属製のもののと

ころに漂ってきたからと言って、それがその中の物品での機能を阻害するとい

うことまで考えておりませんと、それもそのようにも御説明してるつもりではご

ざいます。 
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1:50:04 し、御質問の答えになってるかという安全率があまりその比較評価資料の煙と

かですね流出とか、細かいところに踏み込んでの御説明をしたいと申し上げて

いるところではなかったのですが、 

1:50:19 すみません、答えになってますでしょうか。規制庁スズキです 

1:50:25 うーん。 

1:50:27 機械で摺動部があるようなものっていうのは、 

1:50:32 その兼務李の粒子がくっついちゃうことによって、 

1:50:37 どうなんですかねっていうのは、 

1:50:39 いや、どんな義務かわかんないですよ。どんな煙想定されているのかよくわか

らないので、 

1:50:44 何かそこは気になっちゃうところとあとやっぱ電気品は、 

1:50:50 水蒸気時無理っていう環境にさらされるような 

1:50:56 そういう構造になってるんですかね。 

1:51:03 できケーブルも被覆が健全かどうかってのは当然、 

1:51:08 常勤を来水水で濡れた本域で高温化で放射線がある状態でどうですかっての

は見てるけど、 

1:51:18 煙みたいなものが、 

1:51:20 起伏の表面にくっついた状態で、 

1:51:23 いや勤務大丈夫ですって。 

1:51:26 何か。 

1:51:27 そういう話って、 

1:51:31 んなよくわからないんですよね。 

1:51:36 似たような感じですっていうふうに言われても何か似てるのがちょっとよくわか

らなくてですね。 

1:51:42 という素朴な疑問なんですけど。 

1:51:53 いかがでしょうか。 

1:51:58 先週までございます。このことについて掘り起こして語っていくときには多分電

気的機能維持だとか、そういったところについて、煙が何か違ったバックで悪さ

をするのかしないのかっていう話にどんどん入っていくのかなというふうに今、 

1:52:14 思いながらも伺っておるのですが、例えばケーブル、ケーブル例一つをとって

もですね、起伏の施設に対して煙なりが熱的影響越えてですね。悪さするとい

うふうにはちょっとこちらも、 

1:52:30 思っていないものですから、すいません。どういったところをですね、提示して

いくことによってこの議論がうまく御説明できるかなというふうな値で今考えな

がらお話をしているところでございます。 
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1:52:46 規制庁鈴木です。我々も何かイメージがなくってですねただ同じですって言わ

れちゃうと同じじゃないよなって思っちゃうそういったなんか素朴な疑問の状況

で、 

1:52:58 なんかそういう 

1:53:00 何か火災の中において、 

1:53:03 そういう煙の影響だとかっていうのは機器に影響するみたいな話っていうのは

何か別に原子力とか全然関係ないと思ってて何か一般的にそんなのって何か

確認したものとかってないんですかね。 

1:53:20 学術的なレベルでもいいんですけど。 

1:53:23 はい、関さウシジマでございます。火災の例えば燃焼してる試験の条件下にお

いてですね、例えば電気盤置いてそういった環境下でも提供を受けた受けな

かったとか、そういったところは知見としてあの試験。 

1:53:43 結果というのはあるにはありますんで、一般的なものとしても、そういったもの

があると思いますが、それは多分、今のこのＬＯＣＡ仕様というものとは別にで

すね、例えば、 

1:53:57 もう一つの何ていうんでしょうか。 

1:54:02 全くＬＯＣＡ仕様とかそういったものでないようなもので電器盤でずっと抵当権

煙の影響を受けたときに、どうなのかっていうところの話は別にはあると思うん

ですけれども、 

1:54:17 それはちょっとまたものとして行ってくると思ってますので、そこを一応そこは逆

に発のかっていうところでは成長鈴木ですけど部材としてどうかって聞いてる

わけじゃなくてそもそも煙が 

1:54:31 そういったなんかさらされる状況のところまで入り込むような構造になってない

んだったら、 

1:54:39 なんてなってないので、 

1:54:41 影響受けませんって言っていただければいいですし、なってるんであれば、 

1:54:47 同じように部材として議論せいばいいだけなんだと思うんですけども。 

1:54:54 そこ、そこがないんなにが関西電力として、 

1:54:59 違うんじゃないかと思われているのかがちょっと私には理解できないんですけ

ど。 

1:55:07 はい、わかりました。関西空港島でございます。今のおっしゃられてるスズキ

様のコメントはですね、熱的放射性的な観点ではＬＯＣＡ試験とか言っている

かもしれないけれども、煙というものを見たときに、同じ理屈でもって物が大丈

夫かといえるかというところについて、今回、 
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1:55:27 資料もおつけもできておりませんし、ちょっとそこについてはこちらがホールで

すね、何がいえるのかということは材料で検討したいと思いますが、規制庁鈴

木ですよろしくお願いします私が言ってちゃんと確認してさっきイワノ言った通

り、 

1:55:42 資料 1－16ページのところの 

1:55:46 エビデンスが欲しいだけでそれが定量的、かつ断言できるようなものが好まし

いには決まってるんですけど。 

1:55:56 そういったことができなかったとしても何かしら材料がないと。 

1:56:01 ここはそそうであるかどうかも我々確認していくこともできないので、そこをまず

は説明して欲しいということで、 

1:56:10 イワノのほうも質問したっていうところです。 

1:56:15 ですのでちょっとちょっと何か材料ないかどうかまず探してください。私から以

上です。 

1:56:23 はい、関さウシジマでございます。なにがしかのエビデンスといいますか、確認

できるものを展示提示するということで賜りました。 

1:56:38 はい、規制庁のイワノで説明がすみません先ほどの点についてはですね、具

体的にどういう構造なり設計なりで等で煙の影響が受けないっていうことがわ

かるような資料をお願いします。 

1:56:55 次がですね、資料の 4の関連で、資料の 4の 2ページをお願いします。 

1:57:13 資料の 

1:57:18 ちょっとお待ちください。 

1:57:31 はい、お待たせしました。資料の 4－2ページのところで、まずですね、上から

8行目のところで、 

1:57:41 えーっとですねほぼダクトエリアってエリアとダクト内はほぼ同じ雰囲気になる

っていうふうにあるんですけど、これ審査会合でも全く同じことを指摘してるん

ですけど、おんなじ雰囲気になるっていうことだと雰囲気の意味がよくわからな

いので、おんなじ 

1:57:57 煙感知器であればおんなじ煙濃度になると熱感知器であればおんなじ温度に

なるとおんなじ空気の温度になるっていうことがしっかりわかるように、漆器資

料を拡充してください。 

1:58:11 こちらについてはよろしいでしょうか。 

1:58:15 はい、関西電力の武田です。記載の適正化走時いたしました。 

1:58:27 はい、規制庁のイワノです。よろしくお願いします。次にですね、 
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1:58:34 例えばこの今煙感知器のページを見てるんですけど、煙感知器がダクト内で

機能するっていうことを説明するときに、すいません私のほうはですね、エリア

内等へとダクト内の空気。 

1:58:52 空気がおんなじ煙濃度になりますっていう条件等、あと、当ダクト内にあるダク

ト内のフレート風速の環境下で火災感知器が機能しますっていうこの二つが

達成できれば、 

1:59:11 エリアＡとダクト内で火災感知器が機能するっていうことが説明できると思って

るんですけど、関西電力の方認識はいかがですかね同じかどうかっていうとこ

ろをちょっと教えていただけますでしょうか。 

1:59:24 はい。 

1:59:25 はい関西電力の武田です。と認識は同じでございます。まず取り合いで発生し

た火災の雰囲気とあと括弧内の発生しました 100点のその煙の濃度が同じい

い加減などに至ると。 

1:59:42 いうところが一つと、もう一つは学内の風が流れてる環境下で感知器が正常

に機能するかといったところが二つが合わさって、この感じで正門の記載は 

1:59:59 十分ビジネス的な関係としていえるかというところの認識は同じでございます。 

2:00:06 はい、規制庁のイワノですありがとうございます。さっき言った二つの点につい

て、この資料の赤字のところのどこのパラグラフで、それぞれを説明している

かっていうところなんですけど、と風速のところの話は今またって書いたら青書

きのところで、 

2:00:23 今後、実証試験をしますよっていうところで説明されると認識してますんで同じ

エリアとダクト内部でほぼ同じ雰囲気の煙濃度になるっていうところの説明に

ついては、私は 

2:00:41 えっとですね。 

2:00:42 火災、 

2:00:46 すみません。ちょっと何行目かというので持ってなかったんですけど、火災発

生時におけるエリアとダクト内環境の同等性評価としてっていうこのＦＤＴＳの

説明がある、このパラグラフで、 

2:01:02 説明しようと思っているというふうに認識してるんですよね。そうした時にじゃあ

その 1個前のところの 

2:01:11 そのＦＤＰのパラグラフから上に 4行目に行った。しかし、持ち込み可燃物によ

る一般的な火災を想定した場合っていうところ。 

2:01:21 それからその 10％を超えるものとそう想定できるっていうここの文章っていう

のは、じゃあ何を説明しようと思ってるのかっていうところがちょっとよくわから
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ないんですよね。さっき言ったように二つについてはそれぞれアウト後さっき言

ったＦＤＰのパラグラフで説明されてると思うんで。 

2:01:39 しかしのところの文章がちょっと何を説明したいのかっていうところを説明して

いただけますでしょうか。 

2:01:51 はい関西電力の武田です。先頭しかしから以降のところの記載につきまして

は、精査代の考え方のところを記載している。そう想像するところを記載してい

るところで、 

2:02:08 ございまして、そのあとの火災発生におけるっていうＮＤＦのそこのＫａｋｅｈｉさ

んのツールでの結果及び、論文等を 

2:02:25 交雑の結果のところで、技術的な根拠として、こういうことがいえるというような

整理した記載してございます。 

2:02:38 以上です。 

2:02:41 ここ、 

2:02:42 規制庁のイワノです。このしかしからのこの文章のところなんですけど、もしこ

こについてもしっかり主張したいということであれば、そういうふうに最後想定

できるって書いてあるんであれば、想定できる技術的な根拠を示してもらわな

きゃいけなかったりとかですね。 

2:02:59 あと何かもうもしその 90％以上の煙濃度のときに、感知器が機能するっていう

ことを想定されてるんであれば、その隣接エリアに 90％以上の煙、そのエリア

に 90％以上の濃度の煙が 

2:03:16 充満したときに、他のエリアに本当に影響はないかみたいなところの説明もし

てもらわなきゃいけなくなると思ってるんですけど、何かそこまで説明されよう

としているっていうことでしょうか。 

2:03:33 関西電力の武田です。そこまで踏み込んだ説明のほうを行う弔慰はございま

せん。したがいまして今の御指摘に従いまして以降の弊社内というのは考え

のところに該当する記載のところは削除させていただきたいと思います。 

2:03:52 よろしくお願いします。 

2:03:55 はい、規制庁の止野です。承知いたしました。これですね熱感知器のところに

ついても同様のパラグラフがありますので、ここについては同様に検討をお願

いします。 

2:04:07 それからですね次の確認事項なんですけど、ですね、次はですね、ＦＤＰのパ

ラグラフの 

2:04:19 ＦＤＳのパラグラフの下のところのですね、すみませんこれはちょっと依頼なん

ですけども、消防技術安全法のこの 45号と 48条についてこの資料をちょっと

提供していただきたいという依頼です。 
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2:04:36 これもしこの資料が長いようであれば、今回主張したいところの該当箇所がど

こにあるのかっていうところをちょっと明示した上で、後日資料を提出していた

だきたいんですけど、よろしいでしょうか。 

2:04:52 はい関西電力のタケダですと、今回この記載の根拠としております。冒頭、そ

このところの該当する箇所につきまして、マーキングした上で提出させていた

だきます。 

2:05:11 規制庁のイワノです。承知しました。すみませんよろしくお願いします。 

2:05:16 あと次の確認事項なんですけど、今度はその青書きのあの流速ダクト内の流

速環境下で使えるっていうことのその実証実験の話なんですけど、この実証

実験はどういうことを目的として何を 

2:05:33 どういうことをお示しすることを目的としてはどういうふうな実験をされようとし

てるのかっていうところをとも水素濃度熱と煙と熱で違いがあるんであればそ

れぞれ説明していただけますでしょうか。 

2:05:55 はい、関西電力の武田です。当煙と熱感知器の風速作動県下における管理

性能の実証試験ということで、浦邉に弊社が内容確認していきたいなといった

ところを説明します。 

2:06:13 感知器につきましては、煙熱の両方の現場に設置するものと同じアナログ式

の感知器をの患者性能確認日に行きますので、 

2:06:31 現場で設計する。 

2:06:34 導体をモデルで思いしまして、障防法の施行規則、 

2:06:43 あと流通基準省令等のほうで感知器の試験、 

2:06:50 そして示されています。審査といいます条件としましては、煙感知器につきまし

ては撤去でありました 20ｃｍから 40ｃｍ前日を煙感知器につきましては、 

2:07:05 1ｍ、 

2:07:07 医療の 

2:07:10 それから、壁情景風環境の中に感知器を挿入した場合に、総合的の温度、あ

と煙の濃度といったものと、そこで稼動する、時間組織、 

2:07:28 そういったところが具体的に示されておりまして、それと同等の考え方であと 

2:07:38 パラメータとしましては、そこで風速のほうを 

2:07:45 それ以上の 

2:07:49 風速についても、文献等あと不足しておりますので、それ以上の風速につい

て、貫通性のどうかといったところをＰｅｒｕの濃度及びイワノ熱といったところを

測定器で計画しながら、 

2:08:08 監事の 
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2:08:11 管理性のといったところを確認したいというふうに考えてございます。以上で

す。 

2:08:17 はい。 

2:08:20 すいませんか材質のモリヤです一応再確認ですけれども今のお話ですと煙に

ついては当煙ばこの試験があるかと思いますけれども煙ばこの中の市営試験

のモーターでも持たせたの。 

2:08:36 ファンドはしてる時の不足を 0.2が 0.4でしてるやつをそこの実際の条件に合

わせた風速でまわして試験すると。 

2:08:47 熱についても 

2:08:50 えーとね熱高熱ば高の中の来隆起制御しているところについてファンの仕方

を変えて 1ｍでまわしているところをそこの実際の場所の風速に合わせたファ

ンで指定時実験するとそういうことを考えていらっしゃるということで理解してよ

ろしかったですか。 

2:09:13 はい、関西電力の武田でございます。今、今村社長が言っていただいた内容

ですけれども、ＭＬｉｂｏｒこの方、 

2:09:25 幹事長投入しているところでのその風速のだけを添加してといったところなん

ですけれども、実際、我々が今計画しております実証試験としましては、現場

のダクト内に 

2:09:43 園芸幹事長設置した。 

2:09:46 その場合を想定いたしまして、事象初期の実施しようとしております。具体的

にこの違い覆いますと、煙ば子等に入れる時のその傾きですけれども、感知

器に対して、 

2:10:01 垂直方向の 

2:10:03 県民の速度といったところで、規定されています。それに対して実際現場で使

用するためには、感知器に対して横向き 

2:10:14 水平方向の壁が感知器に当たるような形での環境の設置というふうになりま

すので、実際に現場に解決するの感知器をものにして、 

2:10:29 同じ円形のあのダクトといったところまで模擬しまして、頭の中で、その活動の

ほうを動かしてみて換気扇の方を実施されるというふうに考えてございます。

以上です。 

2:10:45 すいません形のモリヤです。再確認ですけれども兼務李についての当条件を

変えるわけではなくて封水風速と風の向きについての条件が変わってくるとい

うそういった理解でよろしいですね、あともう一つ確認なんですけれども、 

2:11:01 作動試験だけじゃなくて合わせて不作動試験もやられるという理解でよかった

ですか。 
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2:11:09 はい、関西電力の武田です。まず°作動試験、 

2:11:15 試験を両方やるかということですけれども、そこは両方で注水する計画でおり

ます。傾きにつきましては、先ほど説明しました通り、現場での水平方向の風

という形で今回やろうとしております。 

2:11:32 その他のところにつきましては、作動確認後、作動確認のところにつきまして

は、法令のほうで定められております。その点につきまして煙の濃度 

2:11:47 当本論のところと、その時間のところ、そういったところもそれに準じて行う形と

して、あと変化していくのは、不良。すいません。失礼しました。風速のところ、

そこだけを変えていて、どういった監事崖どう示すかと。 

2:12:05 そういったところをしっかり確認したいというふうに考えてございます。以上で

す。タカハシモリヤです。了解いたしました。 

2:12:13 はい、規制庁のイワノです。今のところの点なんですけど、今後実験が終わっ

たら資料 2を追加してもらうと思うんですけど、その際は 

2:12:24 検定試験。 

2:12:27 どの条件だけが違うどの条件が同じどの条件が違うだけが違うんですっていう

ところがわかるようにして資料書いていただきますとこちらもちょっと確認が早

く進むので、ちょっとそういったところを注意して資料を作成していただきますと

幸いです。 

2:12:44 当関西電力の方、いかがでしょうか。 

2:12:48 はい関西電力の武田です。当試験の結果につきまして、これ整理するときに、

そういったところをしっかり控除してまとめたいと思います。ありがとうございま

す。 

2:13:12 はい、規制庁の今野です。承知しました。少々お待ちください。 

2:13:52 規制庁のイワノですよ。お待たせしました。今スズキに変わります。 

2:14:06 規制庁鈴木です。 

2:14:09 ＦＤＳの話がちょっとわからなくって、 

2:14:16 聞きたいんですけれども、 

2:14:18 まず熱のほう、4ページですが、 

2:14:25 4ページのほうで矯正換気上体でのうんたらかんたらっていうふうに 

2:14:33 書いてあるんですけど、これ。 

2:14:37 影響評価ガイドで、 

2:14:42 書いてあるＦＤＳ使ってやったんですってなってるんです 

2:14:46 影響評価ガイドを見ると、 

2:14:49 熱の話と書いてないんですけど、もともとの 

2:14:57 参照元であるＮＵＲＥＧ180を見ると、 
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2:15:02 附属書Ｂ、 

2:15:04 のＢ－4ページ。 

2:15:07 のところで書いてある話はこれ結局熱の話なんだなっていうことが、 

2:15:13 わかりましたんで、そこでちょっと疑問なんですけど。 

2:15:17 扶助附属書Ｂ－Ｂの 4ページのところでは、 

2:15:23 矯正換気の告白対称モデル。 

2:15:28 としたときには、 

2:15:31 甲がその温度が計算できるけど、ガス層温度成層の高さですねこれは計算で

きないっていうふうに 

2:15:40 なってるんですけど、一方で、 

2:15:43 関西電力の資料 4－4ページ。 

2:15:46 のまん中辺りでは 

2:15:51 今度、 

2:15:52 が 1分後で何度何℃って書いてありますけれども、 

2:15:57 そのあとにですねダクト台に流入するに十分な 

2:16:01 高温ガス層が形成されることを確認しているっていうのが、先ほどの影響評価

ガイドの扶助附属Ｂ－Ｂの 4ページのところで、 

2:16:12 高温ガス層の高さは、 

2:16:17 計算できないっていうところと矛盾はしていないのかどうかっていう、ちょっと疑

問に思ったんですけど、ここを説明していただけますか。 

2:16:30 はい、関西電力ウシジマでございます。まず、今鈴木様の御指摘ありがとうご

ざいます。今最後に御指摘いただいた 10分の今後場所が形成されることを確

認してるっていうのは評価してる対象から考えたときにですね。 

2:16:45 分割賞という仕分けをしていい形で必ずしも適切ではないかと思いますので、

ここについては訂正が必要かというふうに考えました。ＦＤＳⅡの火災極端で

評価するときはですね、一つの空間容積を考えたときのその中で燃えるもの。 

2:17:03 もう 1人Ｚというものを考慮したときに、その中の全体の温度が何度になるか

ということを評価いたします。ＦＤＳホテルで評価するときはですね、全体の平

均的なものとして考えて評価をいたしますので、実際のところは、 

2:17:19 上層部天井部のガス温度はですね、これよりも高くなることはあり得ますん

で、この評価された温度に基づいてですね、私どもが申し上げたかったこと

は、この評価された結果の経営は熱を持った生徒空気がですね。 

2:17:39 ラック等のところに流れていくことを考えた場合に、精読 10号となる 65°で設

定された感知器で十分に管理することが可能であるということにつなげて申し
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上げたかったというところでございますので今鈴木様がおっしゃったように、ガ

ス層が形成されるという所仕分けて、 

2:17:59 ＰＴＳ評価できているのかというご質問であるならば、必ずしもそこまでの厳密

な評価をＦＤＳで話されていないということになりますが、規制庁鈴木です今の

説明を聞いてると。 

2:18:13 このＦＤＴＳで、ここで評価している内容というものは、 

2:18:19 とコンパートメントとジャンクションをつなげて、 

2:18:25 そこを集中乗数として扱うので空間の分母については扱っていない従って、 

2:18:33 このエリアは、火災が発生したエリア内のコンパートメントないっていうのは今

言った 146℃という 1分後に 146℃に上がるという。 

2:18:46 平均値として扱われているので、ダクトは空間の中で上部にあるから、当然の

ことながら、 

2:18:57 空気の密度社がドライブになって上昇していくものだから、当然これより高い

温度に 

2:19:06 なるでしょうと。だからそこをダクトで吸い込んでいくので。 

2:19:11 部屋の中で、温度を見ているのとダクトの中でお飲みてるのは、 

2:19:17 ほぼほぼ同じだというふうに考えていますよとそういうことを言わ言いたいって

ことですか。 

2:19:25 出席さウシジマでございます。今鈴木さんがおっしゃっていただいたのは、厳

密な書き方も者の考慮に入れた上でのですね、ＦＤＳで今やってることが平均

的に解いてて、そこで天井部はもっとこれよりも温度が高い空気が実際のとこ

ろは言っているので、 

2:19:43 あのダクトのところは間違いなく感知できると、そういったことを申し上げている

というところで、こうおっしゃってることはこちらも理解でございます。こちらが言

いたかったことも理解いただいたと思っております規制庁スズキです。 

2:19:59 そういう話になる全然ＦＤＳの話と、エリア内とダクト内部がほぼ同じ雰囲気温

度になるって話は関係なく聞こえるんですけれども、 

2:20:10 ＦＤＳをわざわざしているのは、どのぐらいの時間で、 

2:20:17 温度上昇していくっていうことを説明したかったということですか。 

2:20:35 はい。今佐々木様がおっしゃってるところの御指摘の行為等についてこうお答

えしますと、Ｓａｆｅｔｙやつで、例えば天井部他国の温度を精緻に評価している

かというとそうではございません。しかしながら私どもが申し上げたかったこと

は、 

2:20:51 仮置可燃物外交燃えたとしたときに、これぐらいの時間でもってこれぐらいの

温度に平均的な評価としてなっているということからは未定でダクトにおいて、
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流入することを考えた場合に、65°という感知は十分可能であるというところ

につなげて考えたものであります。 

2:21:10 先ほど申し上げているのかおっしゃってることは地域により、この中身を精緻

に届いていた場合の話でＦＤＳとはまた異なる評価体系なり細かい評価手法

のところに行けばその手法は拡散方法論は可能になるのですが、 

2:21:28 今やっぱりＴＢＳで強化していることからいえるのは、この時間単位でこれぐら

いの温度になってしかるにダクトも、その熱い空気が行くので感知できると申し

上げたところがそういったところで、規制庁鈴木です。 

2:21:44 いったことはわかりましたＣＦＤＰＳが集中定数系のモデルで、 

2:21:51 精緻に見たいっていただい要するに分布乗数ある空間の中でどのような温度

分布になるかっていうのを見たいという集中定数系の評価のことを言っている

と思うので、 

2:22:06 言ってる内容等、 

2:22:08 残念ながらここに書いてある文章が何かやっぱり、 

2:22:13 合ってない気が 

2:22:15 するので。 

2:22:19 まず、ＦＴＦＤＳで何を確認したいのかっていうことと、 

2:22:25 それから、エリア内の空間上部とそこを吸っているダクトの中の雰囲気温度が

ほぼ同じになるっていうことを 

2:22:35 は、 

2:22:38 ＦＤＳは関係なく、 

2:22:44 また書きのところで書いてある内容だけですと、 

2:22:48 いうふうな 

2:22:50 記載にもう少し何か適正化してもらいたいんですけど。 

2:22:56 結局私が気になってるのは、ＦＤＳの最後のくだりのダクト内に流入する十分

な高温ガス層が形成されることを確認しているっていうところがやっぱり引っか

かっちゃって、これが何かその次のまたが機能。 

2:23:10 消防技術安全所ほうの最後のくだりの結論のエリアとダクト内部ほぼ同じ雰囲

気になるといえるっていうところと何か関連してるように見えちゃっているので、 

2:23:23 単純にフリーＰＴＳは結構早く温度上がるんですよってことを言いたいだけだっ

ていうふうな 

2:23:29 結論の閉め方にしてもらいたいんですけど。 

2:23:35 私の言ってることは理解できるんでしょうか。これ一般性を仕入れまでござい

ます。今ここでＰＴＳは用いてるのはそれなりに、この部屋で燃えるものがあっ
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たときには、それなりの温度にすぐになるんだよということがいえるということ

で、装填こちらも承知いたしましたので、 

2:23:52 そこでダクト内に流入する成功な額 5層が形成されるというところをつなぐの

はちょっと違うなと私も今感じました空間上部のところの区域がですね、再熱

効率がよいというところまた書きに書いてあって、そこが天井部の空気と。 

2:24:11 ラックとんとこの空気が逃げリコールであるということを言ってますので、今鈴

木さんがおっしゃられたように、後半のまた書きのところがですね、空気が出

たことと同じであるということの結論に結びつける形でちょっと記載を整理いた

します。 

2:24:26 規制庁鈴木です。そうするとですね。また書きがしたここで言いたいことであっ

て、 

2:24:33 ＦＤＳの解析の内容は上のところで 65度、 

2:24:38 それを超えて、 

2:24:40 来るっていうのが結構早く超えてきちゃうんだよっていうことを補足で言ってる

だけのような気がするので、 

2:24:47 多分何か。 

2:24:49 段落も 

2:24:52 組み合わせが違うんじゃないかなって思うので、ちょっとその辺は記載の体裁

は配慮してください。 

2:25:01 よろしいでしょうか。 

2:25:04 はい。関西ウシジマでございますし、今おっしゃっていただいて私もそうかなと

思いながら見ました。どちらかとＤＴＳ上野それなりの温度に早くなるよねという

ことを補足するものなどで個々の組み替えを工夫いたしますスズキ層お願いし

ます。その上でですね煙に行くんですけど、2ページの方。 

2:25:24 先ほどその参考に 

2:25:30 ＦＤＳの説明の大元として火災影響評価ガイドの話。 

2:25:37 煙のほうでも出しているんですけど。 

2:25:41 先ほど言ってた影響評価ガイドの附属書Ｂ－Ｂの 4ページを見ている限りは、 

2:25:47 そこの説明って、温度の話しかしてない気がして、 

2:25:53 煙の層の計算については特段、 

2:25:58 影響評価ガイドの中では触れてないというふうに 

2:26:03 見えるんですけどそこは私の認識が正しいか間違ってるかちょっと説明してく

ださい。 
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2:26:11 関西電力ウシジマでございます。今鈴木様の御指摘はすいません。正しくて、

こちらがちょっと記載の仕方、見解がですね、ちょっと誤謬があったと思ってお

りますＰＴＳの評価ツールの機能として、金利を強化するツール 

2:26:30 これはファンクションがございます。しかしながら影響評価ガイドのほうで、使

い方として推奨されてるのは、熱に対する使い方としては推奨されているとい

うところでありますので、この煙のところで、そこ幹過程につないでしまうと。 

2:26:45 役務についても影響評価ガイドで使い方が中小させるという名のですみませ

ん、この点修正をいたしますはい規制庁鈴木層お願いします。その上で、そこ

の評価結果の 

2:26:58 説明なんですけど。 

2:27:01 これもう雰囲気がエリア内とダクト内のほぼ同じになる話とは、 

2:27:08 さっきのねと同じで関係なくって、 

2:27:13 ここの説明、ＦＤＳの説明最後何を 

2:27:18 説明しようとしているのかちょっと 

2:27:21 私理解できなくてですね、ちょっとそこを説明していただきますが何のためにこ

の話を持ち出しているのかを 

2:28:05 まず、ここで申し上げたかったことはですね、その部屋の中でのですね、ちょっ

と火災で可燃物が燃えたとしたときの煙の発生量というものを評価した時にで

すね、ダクトの不良とか思う勘案したときに、 

2:28:21 そのラック等から排出される量よりもですね、煙のほう発生量というものが非

常にもございますので、かなり濃い濃度が維持された状態で、そのエリア内に

権利がたまっていく状態にあると、それがしかるにダクトのところに行くならば、

低換気できると考えているという。 

2:28:41 いうところでございます。切れちゃったことを申し上げたかったんで規制庁スズ

キです理解できました。 

2:28:48 換気量で希釈されちゃうわないよってことを言いたいってことですね。 

2:28:56 観戦ウシジマでございますＥｓれるＥＳＳわかりましたうんわかったんですけど、

もしそれを前面になんかだし出さないと、ここの説明が通らないってなると、ま

ずそもそも 

2:29:09 ＦＤＴＳの評価の内容自体が、 

2:29:15 適切なものであるかどうかを聴いていかなきゃいけなくてですね。 

2:29:20 そういった意味で言うとここはＦＤＳの 

2:29:26 非定常の 

2:29:31 山名田中メソッドとかなんかを使うみたいなことをＮＵＲＥＧ1805に書いてあっ

て、それ自体が私何なのか知らないんですけれども、 
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2:29:41 それについては、矯正換気のモデルではなくて、 

2:29:48 自然換気のモデルだというふうに書いてあって、でも、このエリアはさっき熱の

エリアのところで言ってた三つの評価で行ってたみたいに強制換気のエリア、 

2:29:59 なわけですね、自然換気の状態だと当然のことながら、 

2:30:08 ここは熱まで含めて、評価するモデルなのか私わからないですけど、仮に騒音

妥当等のモデルだとしたら、単純に良いと煙の 

2:30:20 の密度差がドライブになって、 

2:30:26 自然換気していくということになるでしょうし、熱が入ってたらメッツの方が多分

ドライブ力としては大きくて、 

2:30:35 自然換気していくというようなことになると思うんですけど。 

2:30:40 話と、ここで書いてある、 

2:30:46 エリア上部に千種らしきセキされる煙の量が 1本当たり 69立米だっていう話

というのは、 

2:30:55 何かその自然換気強制換気の話で左右されるものなんですか、それとも、 

2:31:03 関係なく単にいい可燃物の 

2:31:08 熱量だけで決まるものなのかちょっとそこを教えていただけますか。 

2:31:16 はい、関西電力のウシジマでございます。ＰＰＳのこのツールの中でですね機

能として、当煙の評価をする際にはですねた中山モデルというものが用いられ

ております。こちらをもともと建築の世界で、 

2:31:34 権威とされてる田中先生山名先生のモデル化用いられているのですが、その

目的とするところは、もともとの建てた点の中一般建築物の中でですねえと関

係とかそういったものはない自然環境の状態で、 

2:31:50 火災が起きたときに煙がその部屋の空間内にどんどんどんどん上がっていっ

て、煙が上から断たれ込めてきて、煙層の高さがどれぐらいのところまで書き

込めてくるか、人の退避に関わるところについて、どれぐらいの数時間でです

ね。 

2:32:08 煙層の高さが覆ってしまうかということを評価することというとして作られたモ

デルでありますので、その評価体系といいますか、その中ではですね、ここで

持ち上げて自然環境の状態で、もっと用いられるという評価を評価するという

ことで一旦 

2:32:27 この育成ＦＤＳの中では設定されているものでございます。これを強制換気の

モデルで評価するというのはそういった式も田中先生山形先生のモデルにあ

るにはあるのですが、より複雑な体系となった評価になりまして、 
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2:32:45 まあ単純なイメージとしてはですね、当然壁が流れていけば煙もそちらのほう

に流れていくということにはなりますので、どちらかといった煙が自然環境の状

態よりは、風の流れがあるほうが、そちらのほうへ流れていくと。 

2:33:02 煙損高さとしては、なかなか高くはならないということではございますので私ど

も今ＦＤＳの中で設定されたこのツールを用いてやろうとしたことはですね、一

旦この部屋の空間内の自然関係の状態、このエリアの中で、 

2:33:20 閉じた状態で一旦考えたときに、どれほどの煙が発生するのかということをま

ずここで求めていて、それがそこからですね、し、実際には、換気状態にありま

すので、換気量というものを勘案したときに、 

2:33:36 その発生量とラックとか出ていくふう量というものを勘案しても、先ほど鈴木さ

んがおっしゃられた薄いもらわないというのところに理解を前いただけないかと

いうことでですね、ちょっとこういった考え方でこっち、こちらの 

2:33:56 評価をしたものでございます。詳細に評価をしようとすると、先ほど申し上げた

矯正換気の状態で、もっと複雑な体系の強化というものがあるやに私も理解

はしておりますが、このエリアの閉じたところでですね。 

2:34:14 1方向に向かって換気されるということでありましたので、このエリアでの自然

換気で発生する煙の量で、そのあとそこから排気されるよう、そこを勘案して

評価をまとめたというものでございます。 

2:34:30 規制庁鈴木です。まずいいたいことは理解しましたけれども、 

2:34:36 先ほどいただく強制換気の状態での田中山名のモデルっていうのはＦＤＴＳに

は、まずないということでよろしいですか。 

2:34:50 はい。関西ウシジマでございます、論文のほうでは強制換気の数式を見たこと

がございますが、ＢＴＳのほぼ自然換気の数式のほうを搭載して範囲に計算で

きるⅡとなってたそのような理解でございますが、規制庁鈴木市まずそこを理

解しました。 

2:35:07 それでですね、矯正環境したほうが、 

2:35:13 よりダクトの中に流れ込んで行きやすいというのは、あそこは私も、 

2:35:18 そうだろうなって思うんですけれども、 

2:35:21 先ほどの熱のほうの議論からしてみると、 

2:35:28 この煙について、同じような目で見たときには強制換気すると。 

2:35:36 その部屋の中の煙の濃度は、あがり自然換気のよい状態よりか上がりにくくな

る。 

2:35:46 要するに流されていっちゃうので、部屋の中は、 

2:35:50 濃度の上昇は 
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2:35:53 今自然換気で評価している方ほどのこれ濃度が出ているかどうか知らないで

すけれども、 

2:36:00 濃度にはならないだろうなという 

2:36:03 ふうに私は何か思うんですね、 

2:36:08 先ほどの温度のほうは 65°設定に対して結構早くヒットするんですよって説明

に使ってたんですけど。 

2:36:16 この煙のほうはそういう説明をしようとすると、 

2:36:21 強制換気をしたとしても、 

2:36:24 濃度は、ヒットするレベルには早く上がるんですよって話を 

2:36:30 するのかなと思ったらそういう話ではなくって、 

2:36:37 ダクトのほうに入っていく濃度は部屋の中の濃度とあまり変わらないんですっ

ていうことを説明されようとしていて、 

2:36:44 でもそれは自然換気の状態での 

2:36:48 話をされようとしているのでちょっとそこが何かちぐはぐ感があって、何かしっく

りこないんですね。 

2:36:56 結局だから、 

2:36:59 この煙のほうは、 

2:37:01 ダクトん中とエリアの中の煙の濃度が、 

2:37:05 ほぼほぼ同じようになるだろうという何か補強をするための説明に使おうとし

てるみたいなので、 

2:37:14 2ページで言うとそのまた書きの消防技術安全所法のほうの 

2:37:21 何か補足として説明をしようとしてるように聞こえるんですけど、ちょっと熱と使

い方が違うかなっていう印象議論ですけどいかがでしょうか。 

2:37:36 はい、関さしれまでございます。今確かに自然関係と共生関係っていうものが

二段構えでハヤシを組み立てておりますので、ちょっとそこは違和感を感じつ

つというところがご指摘の点もあると思います。ただ、おっしゃる通り、 

2:37:52 いずれ熱も煙はですね、いずれにしてもこのまた書き以降の照合意見 3安全

法証拠ですね、こちらで書いてる肺炎とか、この件見れば肺炎手法の検証と

いうところでエリア上部の空気はですね。 

2:38:10 反映繁栄していくところの効率が一番高いということこれがつまり危険上部に

たまっていってる煙がですね、できるだけ上部に或いは排気のところから出て

行くときに、そこを無理がしっかり取ってきますということを言っておりますの

で、 
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2:38:26 同じエリアの煙がダクト内に流入しということを直接的に説明しているのはこの

また書き以降のところのほうがより説得力をもって説明しているのかなと、これ

は私もこのように思っております。 

2:38:42 ＮＤＳはどちらかってそれに対して、この表の中で発生する煙の量はちなみに

こういった 3 ぐらいのものは発生しますということを補完するような意味合いで

説明しているのかなと今鈴木様の御指摘を受けて私もそのように、 

2:38:59 理解いたしました。はい規制庁鈴木です。その辺を 

2:39:04 何にひもづけて、 

2:39:07 このＦＤＴＳの評価の内容を 

2:39:10 各科落としているのかちょっと考えていただいて、さっきの熱と同じように、体

裁を整えていただきたいということでそれで。 

2:39:19 一方でですね、共生関係してるところの部屋ん中で煙を主体とした火災が起き

たときにそれが感知器の 

2:39:30 換地できる濃度まで達するかどうかって話は、 

2:39:35 通常あんまり何か。 

2:39:39 そういう説明をしているものはないと思ってるし、 

2:39:44 いやそれが本当に説明しなきゃいけないものんなのかどうかっていうところ

が、 

2:39:50 ちょっと私疑問で、もしこういう話をすると、室内に煙感知器つけたときに、室

内の煙感知器がちゃんと感知できる濃度まで煙濃度が上がるんですかみたい

なこと話してるのと同じように聞こえるんですけど。 

2:40:06 そういう話って何かしなきゃいけないんですかね今回のその代替のやり方の

場合は、 

2:40:14 いるのか、何か私は要らないんじゃないかなっていう気がしたんですが、いか

がでしょうか。 

2:40:23 はい、感性をウシジマでございます。今ご指摘だれた点もｓｈａｌｌ点最もだと思っ

ておりまして、この議論を深めていくと煙がどんどんダクトのほうへ流れていく

っていうことで言うならば、天井部に置いてる煙感知器っていうのが感知でき

るのかというような議論のほうに、 

2:40:41 以降かとは思います。ただ、しかしながら実際のところですね、ある煙が上昇し

て上昇気流でも上がってきた段階で感知するっていうのが実験値体の設計で

ありますので、そのレベル間のところじゃないところでですね、今風の流れとい

うものが、ちょっと議論 

2:41:01 を加味している格好になってるとは思っております。なので今鈴木様がおっし

ゃるように、あまりなんていうんでしょうか。そこ濁りと深めた議論をする必要が
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あるのかということについては、私どもは県庁に上がってきた煙と同等なもの

が、 

2:41:20 ダクトにも流れていくということが説明できれば必要十分なのかなと、そのよう

に考えております規制庁スズキです私もそういうふうな 

2:41:31 印象を持っているので、その辺は説明に本当にＦＤＴＳを使う必要があるかどう

かも含めてもう一度ここの記載を、 

2:41:43 再検討しされたものを読みたいと思いますので、 

2:41:48 そういうことでよろしいでしょうか。 

2:41:53 はい、関さ尻までございます。先ほどの御指摘いただいた熱等ですねこの煙

のところではＦＤＳの持ってる意味合い説得力とか、そういったものもちょっと異

なると思っておりますので、はい。催告高校の記載の 

2:42:09 書き方も含めて再考いたします。 

2:42:11 規制庁鈴木です。では出てきたらまた確認させていただきます。私から以上で

す。 

2:42:26 規制庁の今野です。それでは次の確認事項に移ります。資料の 3をお願いし

ます。 

2:42:35 これ、まずちょっと確認で 

2:42:39 今回の説明では明示的に説明されて発言がなかったのでちょっと確認したい

んですけど、これはその括弧の 

2:42:48 新基準のときの整理はこうでしたっていうこと等を説明しているだけではなくっ

て、今回も同じような整理がしたいっていう主張だというふうに理解してよろし

いでしょうか。 

2:43:05 はい、観戦ウシジマでございます。前第一義的にはですね、以前の再稼働の

審査のときに、放射性物質の貯蔵する機能について、関西電力としてはどう考

えて提起していたのかという御質問を受けまして、 

2:43:25 今までまとめ資料なり説明書でご説明しましたがそれは結果系だけであって、

その際に説明できるものというものが、考え方を説明できるものがなかったの

で、当時の考え方というものがですね、改めてここで架橋とさせていただいた

と。 

2:43:45 いうものでございます。これを新規の議論として、何か問題提起をさし上げてる

ということではございません。改めて、過去の再稼働の審査の時の定義はこの

ように考えて設定したものでございますということでございます。 

2:44:03 はい。 

2:44:04 規制庁のイワノですねと、過去の経緯をこういうがこういうことでしたってあるっ

ていうことだけ節すいませんちょっと待ってください。 
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2:44:13 すいませんそうなると、前回の審査会合のほうで脱塩塔の位置付けについて

はいろいろ投資的ＯＳＣＡＡＲいろいろとか指摘をさせていただいてるんですけ

ど。 

2:44:27 それについて、その指摘に対するアンサーみたいなのはまた別途あるっていう

ことですかね。 

2:44:39 関西電力ウシジマでございます。今回のこのペーパーのところで読み上げ朝

礼を御説明をできておりませんが、2ページ目に書いておりますところのです

ね、今冷却材の内蔵する機能っていうところに関係する 

2:44:57 ところの定義、2ページ目の 2行目以降ですね、と記載してございますので、

こちらに書いておりますことは設計じゃな異常事象とか、そういったものを念頭

においてＰＳ案は設定されてますし、 

2:45:14 でＰＳがそれに接続される系統としての化学体積制御系統を対象としたもので

あるとこの辺りを、私どもの認識として書いた上で、配当火災防護上の想定火

災によって脅かされるということまでは解釈しておりません。これは当時考えて

いただくことでございます。 

2:45:34 そこについて、今回別に考えを改めてあえてここをやはり対象とすべきという

ふうには私ども今現時点では考えてございません。先日そういった内蔵する機

能というところについて問題提起をいただきましたが、私どもとしては、 

2:45:53 こういった考え方で従来設定しておりましたということをお示しする必要がある

と思いましたのでお示しした上で、これについてまたあんなに過去意見がある

のであればということでございます。 

2:46:08 はい、規制庁の今野です。引き、要するにここに書いてある整理で引き続き 

2:46:18 政府の脱塩塔の整理をするっていうことで理解しました。で、ここについてはで

すねちょっと 

2:46:26 こちらの方でまずちょっと事実関係を確認してから後日設置適用しようと思っ

ておりまして、ちょっとこれはお願いなんですけれども、ですね。 

2:46:44 少々お待ちください。 

2:46:52 すみませんまたしました。 

2:46:54 の脱塩塔の火災棒状の虜の取り扱いのところについてその新基準の以前に

新基準以前の営農設置変更許可において、火災防護上重要な機器っていう

のを選定するにあたって、 

2:47:11 安全上、原案委の安全重要度分類の指針、安全重要度分類指針の考え方を

取り入れて、その考え方を取り入れて、火災ボード重要な機器を選定している

と思ってるんですねその新規施設。 
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2:47:27 次に、新規制以前の設置許可の中でそういうふうな変更していると思ってまし

て。で、 

2:47:36 その際に、どのように安全重要度分類の考え方を取り込んでるかっていうとこ

ろをちょっとまず市への確認してからでそれを踏まえて、今どういうふうになっ

てるのかっていうところをちょっと確認したいんですね、ちょっとこれはお願いな

んですけども、取って、 

2:47:54 当方のほうでも多いの過去の申請書っていう申請書等っていうのは確認する

んですけど、ちょっと関西電力の方もですねちょっとお手数おかけするんです

けども、安全重要度分類指針の考え方を火災防護のこの 

2:48:10 機器の選定に取り込んだ際の申請書の情報であるだとか資料っていうのの後

程ちょっと提供していただきたいんですけども、お願いできますでしょうか。 

2:48:25 関西電力のウシジマでございます。ちょっと今おっしゃっているところについて

の確認になるのですが、今おっしゃってるのは時間軸として働い防護審査基

準ができる前にも、 

2:48:39 省令 62号の第 4条の 2の火災のほかの防止のポンプ損傷の防止ですね。 

2:48:46 その時にさかのぼって確認はされたいというふうに聞こえるのですが、ちょっと

私どもは新規制基準の火災防護審査基準ができて、そこで活性って、原子炉

が安全停止に関わる機能と、 

2:49:04 それと加えて、放射性物質の貯蔵する機能というのが定義されたことを受けと

めて、今の再稼働審査を受けて、この考え方がございますので、 

2:49:19 すみませんが言及原案のＰＳＭＳに照らしてのさかのぼってというところが、す

みません、私はちょっと理解ができたんですが。はい、規制庁の今野です。す

いません渇水へ答申規制以前に 

2:49:39 取り入れた 

2:49:43 と安全重要度分類指針の考え方っていうのは、1回新規制のときでチャラにし

てゼロベースで新基準のときの考え方を新たにしてきたっていうそういうことそ

ういうことなんでしょうか。 

2:50:01 すいません規制庁内部でちょっとこちらこちらですねそういうふうには考えてな

くって、新規制以前の考え方も持ったままでもった上で、それを踏まえてやって

いるっていうふうに 

2:50:16 理解していたんですけど、もしそうじゃないってことであればそうじゃないってい

うふうに新規制のときにチャラにして初めてですとかやっているっていうふうに

説明、回答いただきたいんですけども。 
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2:50:33 すみません。おっしゃってることがちょっと理解が取れないところがありまして、

新規性基準でチャラにしてというところがわかりやすい表現を行っていただい

たと思っているのですが、新規制基準の要求によって、火災防護審査基準で 

2:50:48 安全停止機能と放射性物質の貯蔵機能を守るんだと、いう定義をＮＲＡさんと

して明確にされたので、そこを受けた格好で、私どもとして貯蔵機能はこれで

すということを説明して、今審査を受けて進めてきた。 

2:51:08 受けてございますので、今回ですね、ＭＳ、ＰＳという観点について照らしてと

いう議論は私どもば再稼働の審査を受けたときにはなかった議論で、今回ご

質問受けましたので、改めまして、生徒当時の考え方はこうだったと。 

2:51:27 いうことを改めて整理して今回メモに落としましたが、さかのぼって前以前の将

来の福島任務を要求されたときは、全くそういう事故が異なるものを 2につい

ても、適合性の確認でございましたので、 

2:51:47 としましたらここの部分だけ切り取って休憩外のところで一体開発テーマへの

解釈はどうだったかという質問をされましても非常にお答えしにくいのやりとり

になるんですが、 

2:52:03 規制庁のイワノです。すいません。ちょっとなんかをこちらの意図もわかりわか

りにくくて申し訳ないんですけど、ちょっとこちらとして考えているのは、その新

規 10万円の時点で 

2:52:17 安全重要度分類指針の考え方を取り入れていって、その考え方を踏まえて、

火災管の火災防護上重要な機器っていうのの選定の考え方が根本にあった

上であって、その上で、新基準になって 

2:52:34 根本の考え方を維持し、すべてなくって維持した上で、新たに基準に対して適

合するような 

2:52:44 当適合するように、何ていいですかね、設計なり何なりをしているっていうふう

に理解していて出たので、最初の根元のところの考えは捨ててないので、それ

がちゃんと受け継がれていて、今回のこの書いていただいた説明の内容と、 

2:53:02 合致するかどうかっていうところを確認したいっていうそういう流れのを想定し

てるんですね。で、そういうことは、そん中ちょっとこれは今こちらの何かそのま

だ申請書なり資料なりをまだ見て確認して発言しているわけではないので、 

2:53:18 こちらはそうじゃないかなと思って大洲聞きしてるんですけど、関西電力として

は、そういう経緯なり、 

2:53:27 こと、そういう経緯とかは全く何もないとかそういうことなんでしょうか。ちょっと

すいません、回答をお願いします。 

2:53:40 電力ウシジマでございます。平たく申しますと、要求事項が上がらないと変わ

ったというのがまず昔の原案委で今ＭＳＰＳというところが安全で重要度今度
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よ物差しとしては見方の議論をされてますが、もともとの火災防護の審査基準

もですね。 

2:53:58 発生防止と感知消火と影響軽減の三つの方策を組み合わせて対策をとりなさ

いということを踏まえて民間規格のＪＥＡＧなんかも引用しながら設計を組み立

てたというところであります。その時は 

2:54:15 原子炉が安全停止とか、そういった基盤については影響軽減とかそういったと

ころできちんと考慮するということはきちんと組み合わさっておりましたし、そこ

ではＮＳ1を守るとかそういったことがございましたが、今おっしゃられてること

はですね。 

2:54:32 火災防護審査基準が新たにできたときに、安全停止に必要な機器とかでと放

射性物質の貯蔵機能というものを定義された上で、そこはおに対して区域区

画を設定しなさいと。 

2:54:49 そこを 3時間をかけて守りなさいであるとか、区域に対して感知器を設置しな

さいという要求に変わったわけです。何で私どもはそれに対応する形で頭を切

り換えつつ、 

2:55:05 当感知器の設計などもしてきたというところであります。今おっしゃってるの

は、対象となる機器がＭＳってＰＳのどれに該当するのかということで、換気の

カテゴリーを言うときであれば、旧の原案の出身 

2:55:23 それをブレークしたＭＳＰＳの問題で、この機器はどこに該当するということは

いえるんですけれども、そこに火災防護の要求事項絡めた時にですね、提案

前の火災防護の審査基準の要求と、いやもう今のＮＲＡ 

2:55:39 どうもが作られた火災防護審査基準の考え方の当てはめ方というのは変わっ

てしまいましたので、 

2:55:47 そこは同じものとしてちょっと語るというのは難しいと考えています。 

2:55:56 はい、規制庁のイワノです。承知しました 

2:56:01 火災基金、ＴＨＡＩの区画の話とかっていうのは、新しく出てきた話かもしれない

んですけど、どういう火災防護上どういう機器を守るべきかっていうその機器

の選定についての考え方についても、 

2:56:15 受けて受け継がれていないっていうふうな回答だと認識しました。すいません

それでよろしいですね最後にちょっと確認なんですけど。 

2:56:28 ／完成を島でございます。今回 

2:56:33 ＮＲＡとして火災防護審査基準ができたときに、共通事項として、政党原子炉

が安定停止とかで放射性物質の貯蔵する機器をまず対象として挙げられた上

で、それを区域区画として設定した上で、そこに対して火災防護対策を 
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2:56:53 そこんといった体系となっております。しかしながら移転の対策においてはで

すね。喚起とか消火というものを静水考慮するということはしてございましたけ

れども、そこにですね。 

2:57:10 この防護対象として例えば冷却材を内蔵する機器は、その内側から外側でや

るのかといったような定義なり議論というのはなかったというふうに私は思って

おります。 

2:57:30 はい。 

2:57:31 規制庁のイワノです。説明はそうしました初層末ください。 

2:57:40 規制庁のイワノですお待たせしましたすいませんちょっと最後に確認なんです

けど、今回出していただいたこの資料 3 っていうのはですね、 

2:57:49 新基準のときに、こういう整理をしていたものじゃなくって、前回からいろいろと

その安全重要度分類に絡めてこちらがちょっとし、確認とか指摘をさせてもら

っているので、関西電力として今回改めて、 

2:58:05 安全重要度分類に照らして整理をしたものがこの資料 3の内容ですよ、新基

準のときの話ではないですよっていうそういう理解でよろしいですか。 

2:58:28 関西電力大島でございます。今ちょっと後者のほうのおっしゃり方はちょっと私

どもの説明の趣旨とちょっと違うのですが、もともと新規制基準を踏まえて選

定しましたで申請いたしました。 

2:58:45 そのときの考え方はあったけれども、審査資料には、考え方が伝わるものが

ありませんでした。今回質問をお受けしたので、当時の考え方はどうだったの

かっていうのがわかるものを御説明する必要があるということが前々回までの

やりとりでありましたので、 

2:59:03 当時の考え方を補強するも説明できるものとしては本日御用意したものでござ

います。 

2:59:22 一部は、 

2:59:25 はい、規制庁のイワノです。 

2:59:28 そうそうなるとえと新基準のときにも一部については、安全重要度分類に基づ

いて、火災防護上重要な機器を選定したということでよろしいですかね。 

2:59:49 はい。関西のウシジマでございます。結論から申し上げますと、資料 3の左側

にある私どもＰＳ図のカテゴリからというところよりはこのＰＤＳの片括弧 2の注

文する機能というところから着目して、 

3:00:09 放射性物質気体廃棄物処理系趣味燃料ピット並びに同ＰＳ3のですね、当イ

ンベントリの小さいものとして、政党答え廃棄物処理系貯蔵タンク廃棄物化を

含まれるということで選定したというところでございます。 
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3:00:27 当時そのＰＤＳのどこからここ持ってきたかという説明の資料はお出ししており

ませんでしたので、今回改めて書き物として御出ししたということでございま

す。 

3:00:42 規制庁のイワノです。一つお待ちください。 

3:00:50 規制庁のイワノですお待たせしました。すいませんちょっと最後にまた確認な

んですけども、今説明今まで、これまで説明していただいてるのは工学的な観

点で何か検討したわけではなくって、その貯蔵っていう文字が 

3:01:07 当貯蔵っていうものが安全、安全重要度分類指針の中に入ってきているの

で、その安全重要度分類指針の貯蔵って書いてあるところのものをピックアッ

プしたっていうそういうことでしょうか。 

3:01:26 関西お尻までございます。今のおっしゃられた点はですね言葉のペーパーとし

て貯蔵する機能のところだけを取ってきたのかいというご質問と聞こえました

が、まずその言葉と融点の使い方においてはですね頂部する機能というの

は、 

3:01:42 じゅあ従前のですね、原案の指針においても、貯蔵する機能というのはここに

定義されていて、そこと火災防護の審査基準に／置いて要求されているちょう

どという機能、あそこは合致するというふうに解釈してまずあのそういうふうに

とっております。 

3:02:02 言葉の点においてはそうです。先ほどイワノさんがその前におっしゃられたエ

ンジニアリング的にという点はですね、今はないとする機能についてご指摘を

打たせていただいたので、私どもは内蔵する機能についてはどう考えている

のかという点についてはこのペーパーの 

3:02:21 1ページ目の下から 2ページ目の生徒上段のところまでですね、そこの辺まで

を含むものと解釈しておりませんというところを書かせていただきましたこれは

エンジニアリング的な観点で説明を加えたものであります。 

3:02:38 うん。 

3:02:41 どうぞ。 

3:02:47 はい。 

3:02:53 加西市のモリヤでございます。この資料の言いたいことをわかったんですけれ

ども、ただちょっとこの前審査会合で御指摘させていただきましたのはこういっ

た形でそっ外形的な話ではなくてですね。 

3:03:12 実際に機器が放射性物質を貯蔵している状態をキープする機能、それを持つ

かどうかっていう観点での整理をされてはどうですかということをちょっとお話

させていただいたつもりでおって、 
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3:03:30 まさにエンジニアリング的にそれぞれ個別の機器についての評価をそもそもす

べきではないかということをちょっと申し上げたところのつもりだったんですけ

れども、 

3:03:39 ちょっとそれに対してのペーパーとしてももう少し整理が必要なのかなというふ

うに思いますので、 

3:03:48 ちょっと今すぐに 

3:03:52 これをどうするっていうことをちょっと、なかなか言えないところです 1回ちょっ

とここで議論をして引き取らせていただいてからもうちょっとこちらのほうも少し

量とか整え整理する必要がありますので確認させていただきながら、もう 1回

ちょっと 

3:04:11 また日を改めて議論させていただければと思うんですけどいかがでしょう。 

3:04:17 はい。とかさねこ島でございます。はい。今後、本日のこのペーパーで申し上

げたかったことは再稼働の申請審査において、私どもはこのように考えていた

ということと、今回御指摘を受けた内臓というところまでは考えていたのか否か

といったところ、簡単まとめたものでございます。 

3:04:37 したがいまして、モリヤ様が仰られる内蔵する機能も含めて対象とすべきじゃ

ないかというところについて答えたと思っておりませんが、そこについては改め

ましてということで承知をいたしました。 

3:04:57 はい、規制庁の関です／もう終わって、審査会合で投げかけたことはまさしく

エンジニアリング的にどう考えますか、っていうことなので、 

3:05:08 ちょっとこの記載だけでどこまで議論できるかなっていうところはあるので。 

3:05:15 一応趣旨は、 

3:05:17 私たちの復旧も趣旨が伝わったってことで、まずいいかなと思いますので、ち

ょっとここ、さらに言うべきこと、 

3:05:27 ことがあるんであれば、もう遅くなり、必要があるんであれば言っていただきた

いと思います。ないようであればちょっとこれをもとに、次のヒアリングのときに

議論をします。私から以上です。 

3:05:45 やっぱり関西電力ウシジマでございます。説明が足りてるかどうかっていうの

は皆さんの読んで感じられたところによるのかもしれませんけれども、2ページ

目のこの途中のパラグラフの成長立方以下のところで書いております。 

3:06:02 原子炉冷却材のバウンダリとか接続される系統で故障等があった場合は安全

停止機能は、そこに対して担う機能持っているので、そこで燃料の破損だとか

そういったことには進展しないということで、エンジニアリング的に 

3:06:19 放射性物質の異常な放出の防止に繋がるというところはですね、こちらで対応

がとれるものと考えているというのが一つですので、ポイントとしてはですね、
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その下に管理ある御指摘のというところに書いてあるのですが、浄化系のとこ

ろはですね、安定的と関係しないものですね。 

3:06:37 両立性されて放射性物質を含んだけではあるものの、その中には水を含んだ

状態で維持されているといったところでですね、そういった水を含んで金属容

器乳房割れて、そういったものに入っている状態であると。 

3:06:55 だところですね、私どもは一つの視点として入っております。 

3:07:02 これまでもですね、放射性物質の貯蔵機能として、対象か対象でないかという

ことの前にですね、火災感知器を設置する必要があるかないかっていう議論

の最後ですね、そこのエリアにおいて、 

3:07:19 火災が発生する恐れがない燃えるものがないんでええと加えて、そういった部

屋に置いてですね、 

3:07:31 何ていうんでしょう。守るべきものもこういった金属容器とかそういったもので

覆われているといったことも論旨含めながら、Ｔａｌｌ審査の中では御説明してる

ところもありましたので、一つの防護対象機器がですね。 

3:07:46 こういった状態にあるというのは一つの観点なのかなと思っております。これで

必要十分なのかどうかってのはまだ議論が違うと多分おっしゃられるのは、だ

と思いますが、今ちょっとここに記載してあること言いい申し上げますと、こうい

ったところが、 

3:08:04 議論のポイントになるのかなと、そのように思っております。 

3:08:10 規制庁のオフィス一応感知については承知してるつもりです。 

3:08:15 ちょっとそれ以上、ちょっと言葉の御議論だけ重ねてもう生産的なヒアリングに

なりませんので、特にここ議論を闘わせる場ではなくていいですか確認する場

なんで。 

3:08:27 はい。 

3:08:28 そこのところは御理解いただき少し私達もなにが 

3:08:35 問題なのかっていうのは少し間を考えて次に思います。 

3:08:40 はい。 

3:08:41 すいませんちょっとマイクが切れてました規制庁の関です。一応 

3:08:46 次の点については私たちも理解をしています。その上で、ちょっとこれ以上考

え方の空論もう話だけをぽんぽんしてもしょうがないので少し私たちもいただ

いた資料。 

3:09:01 3、これでよければもうこれで本当に少しまとめて 

3:09:08 次事実確認をさせていただきます。ただここは議論する場ではないのでそこの

ところだけがちょっと注意をしてください。私から以上です。 
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3:09:22 ウシジマでございますが、ヒアリングは事実確認の場ということであり、その点

ははい、こちら承知でございますので、失礼をいたしました。 

3:09:39 はい、規制庁のイワノです。承知いたしました。それでは関西電力からこれま

での議論全体通して何かありますでしょうか。 

3:09:55 はい。関西のウシジマでございます。それと本日、今までのところですね、資料

1から 4まで通してご確認いただいておりましてきりであったり、出戸公正であ

ったり、そういったところで見直しが必要なものと理解してございます。 

3:10:12 注予算につきましては、ちょっと問題提起いただいたところに、この答えれ十分

であるのかどうかというところにつきましては、ちょっとまた当ＮＲＡ殿中におい

てもですね、議論があるのかと承知をいたしましたが、 

3:10:28 時やりとりさせていただいたことにつきましてはこちらも理解いたしましたので、

以上でございます。 

3:10:38 はい、規制庁のイワノですありがとうございます。それでは最後にスケジュー

ルの関係、スケジュールのほうに移りたいと思います。関西電力の方から今後

のスケジュールについて簡単に説明していただけますでしょうか。 

3:10:53 それではお手元すみません診察スケジュールをご覧くださいませ。政党今ちょ

っとこれの右側のところのですね、9月の第 2週というところが本日が 9月の

中でここここでございます。 

3:11:08 で、私どもの考えといたしましては、今、9月 7日のところにありますけれども、

先ほど 

3:11:17 資料の 4ですか、中でやりとりのございましたところで、急速がある程度の風

速であっても感知ができるということの実証試験、こういったものをですね、9

月の中旬を目途に今、鋭意進めているところでございます。 

3:11:36 別ので。こういったところの結果を踏まえて急ぎの結果を受けてましたならば

反映いたしまして、9月の第 5週のところにですね、今審査会合としては丸を

入れさせていただいているのですが、この辺りで系統内容について、 

3:11:55 会合でコメント回答させていただければとするように考えております。まず一旦

9月の段取りにつきましてか考えは以上でございます。 

3:12:09 。 

3:12:16 うん。 

3:12:19 はい、規制庁の関です。もうあと審査会合に 1回ということになった。 

3:12:25 てるっていうことは、 

3:12:27 次の会合では少なくとも 

3:12:31 もうこれで基本設計方針等、 

3:12:35 許可との整合性最後説明しておいてくださいねっていうところ。 
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3:12:43 どっ結論の見通しを得るっていうことが、 

3:12:48 目的になるかと思いますが、そういう理解でいいですか。 

3:12:57 はい。関西お尻までございます。本日資料の 1等でですね、資料の展開につ

いても御し、ご指摘コメントいただきましたが、そこをしっかりと詰めまして、こ

の 9月の末の審査会合でですね、基本設計方針の記載に関する事項ですと

か、 

3:13:16 そういったところのご理解いただけるように頑張りたいと思っております。その

上で、今 10月の第 2週のところにですね、基本設計方針とか許可整合性、最

終的な姿となるものをここで提示させていただいて、 

3:13:32 しかるにへと 10月の第 4週に最終の会合の上で補正申請をさせていただけ

ればとこちら細かくそのようなことを今考えております。だめについては、ご意

見もあるかもしれませんが、今こちらの考えとしては以上でございます。 

3:13:52 規制庁の関です。まず考慮しておいていただきたいことは 9月の 5週目のに

置いている介護でそれをされるんであればもそれなりに考えてくださいねって

いうこと等、 

3:14:05 8棟どちらにしても、 

3:14:09 ちょっと前担当冊かのときに多分医師一通り説明書の説明なんかもしてるかと

思うんですけれども、 

3:14:18 ちょっと担当変わったところもあるので一通りちょっと確認イワノ 500にするっ

ていうことはちょっと考えておいて欲しいなっていうふうに考えてます。 

3:14:26 それから、 

3:14:29 ちょっとこれは状況によって信号新型コロナビールでちょっと状況によってって

いうところもあるんですけれども最終的に特別な 

3:14:39 処置をすると、設計をするところについてはちょっと現場どこまで見れるかとい

う問題あるんですけれども、ちょっとやはり 1回どんな 

3:14:51 つけられる場所はどんなところなのかなとかですね、ちょっとそういうところは、

できれば現場を見て確認をするっていう工程をちょっと置いておいていただき

たいなと考えてます。ただ、大飯の三、四を運転してるっていうところもあるん

で時見れる範囲というところもあるでしょうし、 

3:15:09 類似プラントの似たようなところで、接近できるんであればっていうところもある

でしょう。ちょっと 1回今日の場では 1回ちょっと現地確認をするっていうところ

は少し可能性としては置いておいていただきたいなというふうに考えてますこ

こまでよろしいでしょうか。 
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3:15:30 あんたウシジマでございます。ステップとして、9月の末にもし審査会合をさせ

ていただくとしたならば、しっかり詰めてくださいという点承知いたしました。そ

のうえで窃盗 

3:15:47 評価としての話かもしれませんが、現場を確認して十分な保安水準になるもの

を設置についてなにがしかのご確認をいただくということがあるやもしれんとい

うことと今ちょっと向けた理解をいたしました。 

3:16:05 ただ、ご理解いただけるかと思うのですが、今四つのエリアなりがですね例え

ば四つのエリアってのはもう今、最後に残った論点のところ申し上げておりま

すけれども、四つのエリアの中で格納容器の中ではなかなか運転中に行って

いるところではないので、 

3:16:23 多分セキ様がおっしゃるのは他のところでもどっかで見れるところがあれば工

夫してみてということだと思いますので、例えば樹脂の廃樹脂とかですね脱線

等というところですね、そういったところが逆に線量高いものですから、 

3:16:42 県見学なり見にこられた方に見ていただくというところではちょっとそこには問

題もあるかもしれませんので、やはり工夫が要るのかなというなことを今ちょっ

とお伺いして思った次第でございます。ただちょっと確認でございますが、そう

いったことになった場合に今は、 

3:17:00 論点が放射線量が高いところに限定最後に残ってますけれども、例えば、そ

れまでに議論されてきたところも感知も含めて、ザーッとご確認いただくとかそ

ういったことも考えていくことになりますでしょうか。 

3:17:19 もう規制庁の関する今日この場でちょっと具体詳細を詰めるということは無視

いたしませんので、ちょっとそういう機会がある認可までのタイミングん認可判

断のタイミングまでにはちょっとあるよということだけ今日 

3:17:35 ご理解をいただければと思いますはいでちょっと神話のおっしゃることもよくわ

かるんで、その具体波動って話はもう事務的にまた詰めさせてください。 

3:17:46 関西の城間でございます。はい。まずは今日のところはですね、おっしゃられ

ることは認可判断するまでのステップとして、それがあり、あり得るということは

私どもも検討さしていただいて、どういったところで御確認することが可能かと

いうことですね、ちょっとこちらの中では、 

3:18:05 頭の体操をさせていただくことといたします。 

3:18:10 はい。規制庁関です。それと苫小牧のご指名ということで一応おっしゃられて

ますけどももうちょっと、私たちも増があるので具体的には 10月入ってからお

かもしれませんけれども 

3:18:23 どちらにせよ、この審査会合のところで、 

3:18:28 目標としてるとこは先ほど私申し上げた通りっていう 
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3:18:34 ところの理解の共通はできたと思うのでそれをしっかりやってくださいというこ

と。 

3:18:39 それでちょっと教務ヒアリングも状況を見ていると。 

3:18:46 私が申したもう資料 1で申し上げた話っていうのは前回指摘している内容な

ので少し貼っつけただけではなくてやっぱりそういう整理も、 

3:18:58 この馬蹄できてること悪い意味期待していたというところがあるので、ちょっと

こういうような状況で続いてしまうと、10月も頭 

3:19:11 そこまで行けるのかなっていうのは私個人的には危惧しているところです。そ

こだけちょっと申し上げておきます。ただ 

3:19:22 ご担当の方個人個人の努力が足りないっていう意味で私は申し上げているわ

けではなくてどちらかといえばちゃんとそろそろまとめるフェーズに入ってきて

いるんでしょうね、技術的にも最後まとめないといけないし、 

3:19:38 設計方針をきちんと書くっていうところも、 

3:19:42 はい。 

3:19:45 っていうところもちょっと守備範囲が多岐にわたってきています。 

3:19:50 整理をしていかないといけないというところがあるので、体制としてどうなのか

なっていうところはちょっと私としても気になるところです。対比について私が特

に申し上げることはありませんけれども、 

3:20:04 ちょっと気になるので申し上げておきますその上で特段、 

3:20:11 スケジュールについてさらに細かい話が必要であれば、定期のスケジュール

面談なり、 

3:20:18 のところで別の場でちゃんと申していただければと思いますこのままでは回答

求めません。私から以上です。 

3:20:30 はい。関西ウシジマでございます。回答という形ではございませんが、しっかり

と資料の見直しをつくり込みを頑張れということでおっしゃっていただいてると

理解いたしましたので、ずっと会合に向けてですね、私どもの今日のコメントし

っかり反映したいと思います。 

3:20:49 以上です。 

3:20:52 規制庁の関です。 

3:20:55 特段のスケジュールメンバーに炉内に関しては東京支社のほうから別途連絡

ください。私から以上です。 

3:21:05 はい。 

3:21:07 はい、読者ニノミヤです。スケジュール面での検証を実施しまして、よろしくお

願いします。 
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3:21:15 規制庁のイワノです。それでは本日し、確認した事項について、当資料の修正

がどれくらいにできそうかという目安のほう回答していただけますでしょうか。 

3:21:50 はい、関西電力ウシジマでございます。本日ちょうだいしましたコメントの反映

並びに別途実施しております実証試験というものがですね、9月中旬に完了し

たものも反映するということも勘案いたしまして、 

3:22:08 私の提出の設定を 9月 22日というあたりで考えておりますが、いかがでしょう

か。 

3:22:22 はい。 

3:22:24 規制庁のイワノです。もし実証試験に引っ張られて、ちょっと遅くなるっていうこ

とであれば、その辞書接見はまた別で畔する事象世間以外のところの資料を

まとめて早めに提出していただきたいんですけど。 

3:22:41 そういうことは可能でしょうか。 

3:23:01 関西電力ウシジマでございますが遅れまして失礼いたしました。それと、実証

実験というところを今あなた等の結果を反映するということにさせていただける

ならばですね、まず今ちょうだいしましたコメントについても反映場もですね。 

3:23:18 9月 15日を目途にですね、ご提出させていただくということではいかがでしょう

か。 

3:23:29 。 

3:23:30 規制庁の関です。 

3:23:34 やはりファーム優先順位からいけば資料 1億共通理解にするっていうのが一

番重要だと思いますので、 

3:23:43 まず資料 1のほうを作成してください。提出時期がそれであればそうしてくださ

い。 

3:23:50 その上で、その資料のでき 

3:23:53 いえ、が 

3:23:57 資料の状況を見て次のヒアリングをセットしたいと思います。 

3:24:02 まだ優先すべき資料 1だと私は考えますがそこは関西電力の共通理解になっ

てるのかなっていうのがちょっと一番 

3:24:13 私は理解できなかったことなのでその確認をさせてください。 

3:24:21 はい、関さ 16ｃｍまでございます。本日いただきましたコメントのですね、跨ぎ

ファンにつきましては、資料 1の記載について見直しをかけると言ったところで

あると思っております。そういった意味で、資料 1をしっかりと仕上げる、そして

その資料 1 

3:24:41 受けられる、補足するなんてすか材料ですか、そういったものもご提示しない

といけないというところがまずあると認識いたしました資料 4のほうはですね、
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ちょっと工程の組みかえとかそういったものがいたしますがいずれにつきまし

ても実証試験。 

3:24:59 その結果とあわせて提示する必要があると思っておりますので、づらい資料 1

のほうを優先して仕上げて従後なりにご提示できればというふうに考えます。 

3:25:12 はい。 

3:25:15 はい、規制庁のイワノです。承知しましたそれではそのようにお願いします。最

後に関西電力の方から何もなければこれでヒアリングを終わりたいと思いま

す。関西電力のほう最後に何かありますでしょうか。 

3:25:30 こちらの方からも特段ございません。いろいろとコメントいただいた件、しっかり

直して参ります。ありがとうございます。はい、規制庁の今の是正、それではあ

りがとうございます。それでは本日のヒアリングを終わりたいと思います。あり

がとうございました。 

 


